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1 はじめに

本冊子は文化庁からの受託事業「無形文化逃産保護条約に係わる図際動的]調恋J(2019年 10)'Jか

ら2020年3月)の千民主台芸下である。

この事業は、ユネスコの!nf，形文化法lil[1府主条約に関わる国際動向を調査研究することを目的として

いる。従来者!f，形文化逃産に係わる国際的行政と l公司分な Jr~で係わってこなかった文化人類学分野等の

夫学の研究者を巻き込んで実施することで新しい観点にもとづく情報提供することを日襟とした。そ

のための方針は四つある。第一に、申請号機関(東北大学)を恭il;11Iとしながらも、関連分野における我

が図の関述する研究者の連携を促進すること、第二に医i際的な111f形文化遺産行政に関わる行政関係者

や研究者なとの込I門家とのアカデミックなレベルでの交流を笑施すること、第三に、大学の重要な機

能である次世代研究者の育成を考慮することである。第四に従来交流が十分でなかった図外の111E形文

化遺産の研究者と陣内の無形文化選il[ji庁究を行ってきた関連諸分野の研究者・実務君主の交流を促進す

ることである。

こうした方針に裁づき、東北火学を法判!とし、東北歴史博物館、悶立民族学博物館、東京文化財研

究所等が緩やかに連総する研究組織を作った。なお東北大学では、 20日年の来日本大震災後に、震

災復興及び防災に関わる文化財の役割を探求する研究グループが発生した。 2018年には東北大学は、

指定国立大学:災害科学世界トップレベル研究拠点を発足させたが、このなかに当該メンパーが加わる

ことになり、災答と!!~形文化遺産について調査研究する災答人文学領域が設置された。そこでは学内

の東北アジア研究センターを中心に、災害科学国際研究所、文学研究科が連携した体制が構築されて

いる。東北アジア研究センターは、東北歴史持物館とは学術協定を提携しI%h力体市IJを徽築してきた。

こうした方針と研究体制によって以下の文化庁からの受託研究を笑施した。その内容は以下の1mつ

である。

(1) !!!O弘文化逃践保談条約に係る政府関委E司会 (2019年 12月9日 14日，コロンビア)の苦手前資

料{乍!戎

(2) 政府関委員会における議事概姿作成

(3) 政府関委員会にかかる報告書作成

(4) 無形文化迂t%Eに係わる国際部資

最初に依形文化遺産保護条約に係る政府間委員会に関わる (1)から (3)について述べておきたい。

まず政府問委員会が災施される)~、前に、この件について専門的知見を訴高lf している東京文化財研究所

から専門家を派逃してもらい悶際文化財行政に係わる裁礎知識についての研修事業を実施した。事前

資料作成 (1) については、東北大学等における医|内外の無形文化迂til去を研究する若手研究者(大学

院生を含む)と悶際的文化行政に係わる研究者がチームを作り、この事業に対応した。

議事概要作成 (2)については、複数の研究者を政府問委員会に派逃し、これに対応するチームを作っ

た。政府関委員会においては、会議時間はもちろんのこと、各セッション間の休印、時間などを利用し、

各国の無形文化遺産保護担当者や研究者等の専門家との積極的な交流を行った。専門研究に係わる特

定の関心をもっ研究者が交流することで、政府問委員会に係わる全般的な情報だけでなく、各国の担

当者・専門家とのfl，f]で共有可能なアカデミックな1¥11心に係わる情報を収集し、今後の文化・学術交流

の機会の実現に資することを目指した。報告書作成にあたっては、政府関委員会の参加者による報告

会を設け、メンバーと窓見交換する機会を設けながら、研究組織で情報を共有した。それらの結果が
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2if1:で述べられている。これらは政府開会談のいわば会議録であり、一見だけではよくわからないか

もしれない。ただ政府開会議においてどのような資料に恭づきどのような議論が行われたかを示す資

料になっている。資料的知li1i直を考え報告書に掲載することにした。上記にある(1)の事前資料と (2)

談事概要については参考資料として巻末 (7議)に掲載した。このうち (1) については委託側の文

化庁からの要請もあり掲救していない部分もある。

上記 (4)の「無形文化逃iliIに係わる国際調査」は、以下の三つの内容から構成される。まずiJi(逃

事業だが、東北大学による鴎外の無形文化逃産研究の研究議税を生かしながら、次世代研究者支援を

隙まえた派巡事業を尖施した。次i止代研究者とベテラン研究者が組を作り、後者が指導 .WJ言できる

体制をつくり、ネパールとモンゴルに派逃した。これらの|到の無形文化逃滋j:E!当関係者ーや専門家との

意見交換を現地で行い、当該|認と我が図のI向で可能な!!!t形文化巡産行政に技術移転に係わる情報を収

集できた (3常)。

t例年事業については、 21災遺物をめぐる倫理尖践と災害時における無形文化泣践の役割についての

震I1祭シンポジウムを行った。このシンポジウムは 4つの番組から構成された。第一に大渓災後に枚々

な形でのこる泣物は犠牲者の慰霊に関わるものであり、また被災者が復興をする際に重姿な役ii討を来

たす。この点についてフランス、インドネシアから専門家を招き、悶内の専門家を踏まえて討論を行っ

た。第二に、緊急附における節、形文化遺産の役割について、日本の文化行政の取組と海外(ネパール)

とのそれとを比較検討する機会を設けることである。第三に海外の専門家を交えた被災地巡検である。

東北歴史時物館との協力の下にこの研修を実施した。なおシンポジウムのなかではiJi(逃卒業のなかで

ネパールとモンゴルに派逃した1岩手研究者にも調査報告を行ってもらった。特にネパールに|現しては、

2015年のネパール地震の文化財復興に尽力した専門家を招Jpljすると共に、この復興状況のドキュメ

ンタリ一政閥会を市民に向けて行い、 rr討を:Jt1lpJJし交流する機会をもった (4I字及び参考資料 7-3)。

なお、上記のtlJl問事業に係わり我が|到!1IJからの凶際発信力を72Jめるために、国内における無形文化

遺産の訓査・研究を行いその成来を意見交換する場を設けた。第一に、来日本火災災の被災地におけ

る無形民俗文化財(特に芸能・祭礼等)の復11'1状況についての予備的iE的fiJfflJ去を実施することである。

緊急H奇における無形文化波践の役割については近年関心が高まっており、その基礎的データを収集し

発イ主する司王を ICIj旨した (5意)。

こうした形て受託事業を災施することで、悶際社会における無形文化泣産行政が大変ドラスティッ

クなものであることを理解した。コロンピアのユネスコ政府開会談はその最たるものであり、文化遺

産がまさに外交として談論をされる現場を lヨの当たりにすることができたことは新しい発見でもあっ

た。また派i註.jfil際事業に係わり、若手{研司冴f究3名者円苦4 や穴学院生を巻き込んだ

とは、教育という点でも大きな効果があったと忠われる。なお、大学のID:~な機能である医i際共同研

究の経験を活かし、担当者・専門家の国内・悶際的ネットワークを構築することができたことは、今

後の新しい研究につながることが見込まれる。

卒業代表 l{Jj倉治樹(東:It:k学東北アジア研究センター教授)
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2 ユネスコ無形文化透産保惑条約に係わる政府問委員会 (2019年 12月)報告

2-1 第 15悶政府問委員会報告

会談名:Jrrr，形文化遺産条約第 141国政府問委長会

1311寺 2019 年 12 月 9 日(月 )~14 日(ゴ:)

会場:アコーラ ボゴタ・コンペンション・センタ一、ボゴ夕、コロンピア

委員医1: 

グループ1(北米 間ヨーロッパ):オーストリア、キプロス、オランダ

グループII(東ヨーロッパ) アルメニア、アゼルパイジャン、ポーランド

グルーフ。III(ラテンアメリカ カリ 7iiif，il!!担日):コロンピア、キューノミ、グアテマラ、ジャマイカ

グループIV(アジア・太平洋地域) 中|盟、|ヨ本、カザフスタン、フィリピン、スリランカ

グループV (a) (アフリカ):カメルーン、ジブチ、モーリシャス、セネコワル、 トーゴ、ザンピア

グループV (b) (アラフ古利主1):クェート、レバノン、パレスチナ

議長|調:コロンピア(談長:Ms Maria Claudia Lopez Sorzano) 

副議長問:オーストリア、ポーランド、フィリピン、ザンピア、パレスチナ

ラポルトウール(誌記)・ジャマイカ (MrBernard Jankee) 

*本会議では従来の英55・フランス認に加え、スペインの協力によりスペイン訟の問時通訳が行わ

れた。

12月 9日(月)第 1日

談窓1 開会

ユネスコ文化セクタ一統括官補佐の挨拶、コロンピア国文化穴臣の挨拶ののち、議長が第 14岡政

府|問委員会開会を宣言。

議題2 議題の採択

議長より資料、議事進行方法、発言H寺|現について説明したのち、原案どおり議艇が採択された。第

14 I!II政府問委員会の議題は以下の通り。

I 開会

2 議題の採択

3. オブザーハー

4 第 131m政府|問委員会の議事録の採択

5 委員会及び事務局の活動報告

a. 締約悶会議 (GeneralAssembly)への委員会活動の報告 (2018年1月一2019年 12月)

b. 事務局の活動報告 (2018年1月一2019年6月)

6. !!~形文化逃産法金 任12拠出金およびその他の課題

7. 2020-2021 年の無形文化遺藤恭金の利用計四

8. 定期報告制度の兇直し

9 締約悶の報告
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a 危機リストに記il&された案i'I'にかかる締約国からの定期報告の饗査

b 無形文化3立産基金による国際支援の利用に測する締結閣の報告

10. 評価機関の 2019年度活動報告

a. 緊急の保殺を必~とする無形文化j立政リスト記秘策件の審査

b 人類の無形文化泣産の代表的な-iiZ表(代表リスト)記il良案件の審査

c. グッドプラクテイス笠録案刊の審査

d 国際支援の申請に関する審査

11 一覧表記1史家仰の名称の変更

12. 一覧表記1提案件に限lする事後調査

13 非常時における無形文化遺産

14 条約におけるリスト記，1世メカニズムの再検討

15. 条約実施における NGOの参加]について

16 特別作業部会からの報告

17 認定NGOの新規登録、および認定NGO活動報告

18. 2020年サイクlレの評価機関の任命

19 オープンエンド作業部会によるのユネスコ統治機関のガパナンス、作業手j眠、および作業方

法に関する1ie奨事項 (39C!Resolution87)の実施状況についてのフォローアップ

20. 第15問政府関委員会の開催地および日程

21 第15悶政府rm委貝会事務局(ピユーロー)の選出

22 その他の案何

23. 議決-~~の採択

24 別会

議題3 オブザーバー

オブザーパー参加となる NGO等を紹介。

International Centre for Research and Documentation on AfricanτI'aditions and Languages (CER-

DOTOLA) (第 11、12、13、14図委員会)

目 InternationalCouncil for Game and Wildlife Conservation (CIC) (第 12、13、14回)

A企icanTrade Centre (ATC) (1)j¥; 13、14、15悶)

. Centre for Black Culture and International Unde団組nding(CBCIU) (第 141TII)

. Arab League Educational， Cultural and Scientific Organization (ALECSO) :第 15 回 ~17 回委員会へ

の参加を希望。

議題4 第 13回政府問委員会の議事録の採択

事務局より報告があり、意見はなく採択された。

議題5a 政府関委員会の活動報告

2003年条約第 30条に従い、政府関委員会はその活動を総会に報告することになっており、またそ

の報告はユネスコ総会において周知される(第 30 条第 2~現)。提出された 2018 年 1 月から 2019 il~ 

12 )'1までの委員会活動報告事君主は第8図書r;約悶会談に提出されるものだが、 12月9日H守点で草案が

殺っていないため、報告および採択は最終日に延期された。

最終日には完成した草案が提出され、そのまま、午後のセッションにて採択された。報告への意見
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はなかったが、アゼルパイジャン、カザフスタンの要望により、議決文パラグラフ 3の2018年に条

約をJ比模した 3か国について、キリパス、シンガポール、ソロモン諸島の悶1"，が明記された。

議題5b 事務局の活動報告

事務局より、 2018年 1月-2019年 12月の活動について、1.条約のガパナンス、 11.運営活動、 111.

コミュニケーション・アウトリーチ活動に分けて報告された。主嬰な述営活動においては、プライオ

リティの最も高い能力開発プログラム、 2018年より第二のプライオリティと位iill:づけられている

フォーマルおよびノンフォーマル教育における無形文化遺産関連の活動に加え、非常時の無形文化逃

産、都市環境における無JI~文化逃産といった諜題についても活動が進められてきたことが報告された。

主要なポイントは以下の通り。

条約災施状況のモニタリングについては 2017年より定期報告システムの見直しを行っており、

2020年より地域ごとの報告システムを試行する(議題8を参照)。

能力開発プログラムについては、アフリカ 33か悶、小島艇開発途上国 (sms)18か国を含む

92か国に時『加し、中央アジア、アジア太平洋、ヨーロッパ等のカテゴリー 2センターとの協力

によるワークショップを通じて 56名の7ァシリテーターが衣=成され、そのネットワークが拡大・

強化された。

田教育は条約第2条および 14条において11i要な保護措殻として位i鼠づけられている。また SDG4

に貢献するものでもあり、ユネスコ教育セクターと連携して活動を進めている。

・非常i時の無形文化泣illiに閲する議論の進展については、談j阻 13を参照。

・郁子!i環境における無形文化巡践にW，]しては、2018年5月より中国の文化産業関連企業の資金で「持

続司能な都市のための無形文化遺産と創造性」。都市におけるコミュニテイ主体のインベントリー

作成のための方法的枠組を作るため、デスクリサーチ等を実施。第 11切のパイロットケースとし

て、キングストン(ジャマイカ)、ジョージタウン(マレーシア)、ハラレ(ジンパブエ)で実施、

第21¥11としてアヤクチョ(ベルー)、イルピッド(ヨルダン)、トピリシ(グルジア)を選定。

*報告中に明記されていないが、この課題も SDGs(目標 11) に関わるものであり、 2018年以降、

SDGsを見据えた事業に力点を置いていることが窺える。

これを受けて、各国よりユネスコ事務局の活動に対する賛辞が寄せられた。特に、能力開発(特に

アフリカ諮問でのill:~性)、教育における無形文化逃践の取り組みおよび SDGs への貢献、非常!待の

無形文化遺援などを評価する発言が相次いだ。

議決において、アゼルパイジャンの提案により、アフリカおよびsmsを対象とし、非常時を含め

た国家のキャパシティを強化するための活動を事務局に要請するパラグラブが追加された(パラグラ

フ8)。

談窓6 無形文化透産基金:任意拠出金およびその他の課題

無形文化逃産基金にかかる 2003年条約第 VI掌の第 25条第 5項に従い、各布iパ:甘悶が拠出する分担

金に加え、委員会は、当該事業が委員会により承認されている場合に限り、特定の活動目的のための

知形文化遺磁器金への追加の任~~拠出金を受け入れることができる。者H2 羽政府凋委員会において、

(1)無形文化並立政保護のキャパシティ強化、 (2)教育における無形文化遺産、の資金拠出のプライオ

リティが承認されている。本報告では、事務局より、 131問委員会以降 2019年9月までの任記、拠出金
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についての報告、および恭金の運営コスト割合についての提案が以下の通り行われた。

-期間中、上記2件のプライオリテイへの任意拠出金はなかった。国際文援等の支出が増加するな

か、締約医!からの追加の任怒拠出金は一層重姿になることが強調された。

-ただし、2019年9月以降、プライオリティに沿った任治、拠出金の提案があったことが補足された。

具イ本的には、オランダ(ラテンアメリカ・カリブiilJ地担主における占士育)、スウェーテーン(司q定局

の人材強化)、スイス(自然災答状況における無形文化逃産保設)で、アゼルパイジャンも緊急

時の無形文化逃ilII1思議関連の能力側発について煮紋する意志を示した。

-他の領域については、日本(記放メカニズムの検討)、 1'1'図・シンガポール(出向等による援助)、

モナコ・モンテネグロ(事務局人材強化)より、現物出資を含む資金提供があった。

こうした 9月以降の進展を際まえ、議決文パラグラ 75、および6を修正した上で委員会に提出、

採択が行われた。

JA営コストについては、これまでどおりすべての分羽金については 0%とするか、ユネスコ全体の

Cost Recovery Policyに従い 7%とするか採決が必姿。議決文に 2j長が提示された。主主Eな議論は巡

営コストの割合について行われ、分担金分について 0%を継続する A案を支持する発言が多く、こち

らが採択された。なお、この A案のなかで、他の拠出金については 7%の述営コストとなることが不

明瞭であったため、その旨追記、修正された。また、ジンパブエから 10%の運営コストを純持でき

ないか質問がでたが、これについてはユネスコ全体のポリシーでの決定事項であるため、委員会に変

更する権限はないことが事務局より説明された。

議題7 2020~2021 年の無形文化透産基余の利用計商

事務局より 2020~2021 f!oの無形文化巡産基金の迎用昔|図案について報告された。主な論点は以 F

のとおり。

-任意の迫力日拠出金が減少したこと、未納の安定された拠出金(分担金) (44か悶が滞納)がある

一方、凶際支援制度が定殺しE!3~r~f 受給が場加したことで、結果として支出がl~~r加している。こ

れは間際交緩のメカニズムが機能していることを示すものではあるが、それだけ任意拠出金が更

に1Ii姿になってくる。基金としてはより健全な巡用状況になっていると言える。

-迩JlJ音|匝iの主要な部分は国際支援に光てられる。予tcl:J:N日 3(委員会の他の機能)は、能力開発

や緊急時の!!l.l切手文化迂lilg保護などが含まれる。また予t):項悶 4~6、 7 の聞である税j主の移行がで

きるよう柔軟な述用方針を維持したい。

5談滋詰論命では、 j蕊左金予1釘1一の 20%が剣り当てられている予1針3

ンは、 2初0%という大きな制合が充てられていることカか、ら、その内訳を提示してほしいと姿望。また

その決定プロセスについても、ビューローだけでなく締約闘が関与できないかとの志、見がでた。アゼ

ルパイジャンは、分担金の滞納により主主金の予t~が減少していることを問題視し、滞納伺に対して国

際支援への申請を件>llこするなど、事務局として可能な対応について質問した。

ユネスコ事務局は、提示した予鉢索は 2020年6月の締約国会談にむけて今後詳細を言占めていくも

ので、これまで俄例として割合で提示してきたとし、また滞納医lについては委員限になれないといっ

た制限があることを説明。談論の末、事務局で対応を考える必要がでたことから、議決文パラグラ 7

9および 10の採択は議終日にJ守ち越された。

i詰終的にユネスコ事務局は、次回以降の 2，ド周知]の基金予算案について以下のような方法を取るこ
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とを提案し、承認された。

委員国は、予算の見積もりを行った上で、配分比率のみでなく予惣額を提示する。

・予tiφ項目 3については、 C15文裂の iJ¥JH寺される成果 (ER)Jに恭づいて詳細を提示する。今回

については、移行的なf昔置として配分比単によって詳細を提示する。

議題8 定期報告制度の見直し

締約国が提出する定期報告について、拠出状況が好ましくないことから、 2017年よりそのシステ

ムの見直しを行ってきたが、 2020年より新しい制度を導入することになり、ユネスコ事務局より説

明が行われた。

新しい定期的報告システムは、ユネスコの OverallResults Frameworkに沿うもので、地域ごと

のサイクルで報告を提出する方式に変更。来年がこのシステム迎用の最初jの年となり、ラテン・

アメリカ、カリブ海地域を対象として実施する。その後、ヨーロッパ、アラブ、アフリカ、アジ

ア太平洋地域のj順で笑施し、 2025年は全体の総括とする。

報告はオンラインを利用して行われ、その議式 (FormICH -10) もユネスコウエブサイトに掲載

済み。 26項目についてのガイダンスノートも作成しており、 SGDsのようなグローバルな諜題か

ら、各国ごとの具体的な保談措置までカハーしており、各締約問は、状況にあわせてターゲット

を定め、モニタリングを行っていくことができるようになっている。すべての項目に回答する必

要はなく、該当しない項目については、その理由を記載する。

・報告せト作成のため、 3日間の能力開発ワークショップを行う予定。

-最初のサイクルの最終年には総括を行い、そのパフォーマンスや改慈点等について評価をおこなう。

この改善案については、多くの委員間より称賛の戸があがった。オンラインでの提出方法など技術

的な点でいくつかの質問が出た。

議決は 2日目の段初に行われ、提案通り採択された。

12月10日(火)第2日

議題 9a 危機リストに記載された案件にかかる締約固からの定期報告の審査

巡朋指針パラグラフ 160では、締約図は、緊急に保護する必要がある無形文化巡践の一覧表(危機

リスト)に記放された無形文化巡産について 4年ごとに報告することが定められている。提出された

報告訟はクロアチア、ケニア、ウガンダ、ベネズエラの 4件(下記参照)であり、各案件について報

告が行われたよで、それぞれの定期報告について採決がおこなわれ、全て原案通り採択された。

議決文苦手号 提出医! !!l¥形文化遺腹案件 記載年

14.COM 9.a.1 クロアチア Ojkanje singing 2010 

14.COM 9.a.2 ケニア Isukuti dance of Isukha and Idakho communities of Western Kenya 2014 

14.COM 9.a.3 ウガンダ Male-child cleansing ceremony of the Lango of central northern 2014 
Uganda 

14.COM 9.a.4 ベネズエラ Manacpeosytro al otrearl ntrtoadry 1tIon and 1ts symbol1c reference p Dmts mthm thelr 2014 
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議題 9b 無形文化遂産基金による国際支援の利用に関する締結国の報告

2003 年条約第 24 条第 3~臣、に従い、医i院を支援により受議した締約聞は、その利用について報告する

ことになっている。ユネスコ事務局より、 2018年7月から 2019年9月の期間に提出された無形文化

逃援基金を用いた無形文化逃産保護にIMJする報告について、以 Fの通り紹介された。

これまでにおプロシ、エクトが実施され、 19プロジェクトが現在進行中。また新規に 17件の申

請のなかから 11事業がt:i':fRされた。

・インベントリー作成が重要な部分を占めており、悶際支援卒業の約半数が該当。能力開発や教育

に関述する案件で成果が出ている。

'2015年頃より基金の利用が増えてきており、その役割が重要になってきている。

緊急時における、特に脆弱な人々の復興支援も重姿。

委員図からは事業に対する評仰lが寄せられ、 ~I祭に支援を受けた援|からは、間際支援が無形文化遺

産保談の促進に役立ったことが紹介された。また紛争解決と平和構築ための飢形文化遺産の活用にへ

の支援(例えばコロンピアの事例)も重姿とするコメントがj主EIされた。

議決は底〔笑どおり採択された。

議題 10 2019年度の評価機関の活動報告

報告・議論に先立ち、議長より各議決の採択方法等について説明があり、修正のない談決案は全文

で採択すること、修Aがある案件、対話プロセス実』草案刊についてはパラグラフ毎に採択を行うこと、

また提出|頚は委員個からの質問に対して発言する機会を与えられることなどが周知された。

まず、評価機関より 2019年の活動について、許制Ii作成の流れ、特に訂'liIfi方法の説明を中心に、以

下のような報告があった。

. 2019年の評価対象となったのは、危機リスト 61'1'(うち 21'1ーは国際支援申誌を含む)、代表リス

ト 42 件、グッドプラクティス 3 件、国際支援 1 件の合言十 52 件。 20 か|訟の推薦書は上 11l~ (53何)

を超えたため、次JijJ、優先的に扱う。

-評側は提案1M:の記松内容のみに基づいて行う。

新たな試みとして、一部の記載が不卜分で言平価できないものについて「対話フ。ロセス」が実施さ

れた。その対象となるのは原目IJとして、単純な質問・図答により解決が可能なもので、評価基準

U/R3、およびU/R4を対象として、 6案件について災施。

全体として、翻訳ミス、|唆1*な表現、スペルミスなどの言訪的な問題、 Unique、Prestigeなど、

適切ではない表現の使用、不明瞭な案件名の使用、といった課題がある。

-多悶附:tffO.草案件について、提出|盟問、コミュニティ附での;iJHj~、共同の保護措i設、:tf~)!IJ 図のおよ穴

の可能f立を考えることが必要。

-経済的j![lJ聞が重視される傾向:過度なI街業化の1ft供、泌品と災践を区別する必要性、観光、ブラ

ンド化、なと。

'U/R5のインベントリーについて、不一i分な推薦識が多い。委員会はその重姿肢を強調する必婆

がある。

-依然としてトップダウンのアプローチや手法が不明僚・不迎切なものが見受けられる。コミュニ

テイの参加は丞~であり、コンセントの提示方法にも工夫の余地がある。

*現在の評価機測は、第 13恒i政的問委員会にて、 2019年の危機リスト、代表リスト、グッドプラ
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クティス、 10万ドル以上の悶際支援事業の評1illHこ交任をもっ諮問機関として組織された。以 F

のメンバーで構成され、 KoreaCultural Heritage FoundationのMsSangmee Bakが議長を務めた。

氏名ー間体名 援i EG 

非委員聞の専門家代表

Pier Luigi Petrillo イタリア

L'ubica Vo l'anska スロヴァキア II 

Sonia Montecino Aguirre チリ III 

Hien Thi Nguyen ベトナム IV 

John Moogi Omare ケニア V(a) 

Saeed AI Busaidi オマーン V(b) 

認定 NGO

Norwegian Crafts Institute 

Czech Ethnological Society II 

Erigaie Foundation III 

Korea Cultural Heritage Foundation (CHF) IV 

Association pour la sauvegarde des masques (ASAMA) V(a) 

Egyptian Society for Folk Traditions V(b) 

議論のなかでは、今年より試行的に革主入された対話プロセスについてのコメントが多数あがった。

また、危機リストの評価基工作である U2、U3、代表一覧表の評冊目基準R2、 R3に関する問題の提起も

いくつかの図からあった。主な意見として以下が挙げられる。

‘対話プロセスは歓迎する[VJきだが、どのような基準で実施されたのかが不明瞭。

-外部のリソースは考慮せず、提案告のみに基づいた評価を行う現在の方法で十分といえるのか。

U/R2、U/R3の許'lIIfi基準について、 卜分に迎jqT(されていない状況がある。

-代表リストよりも危機リストを重視する必要性がある。

過度のi商業化、観光化、 j凶文脈化などの課題について、更に議論が必要。

*議案の採決は議題 10dの後、 12月12日に実施した。

談窓 10a 緊急の保惑を必要とする無形文化透産リスト記載案件の審査

危機リストへの記載案件および採択は下表の通り。エジプトがや一帯iに案件を取り Fげたため、 51*

が議論された。
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No. 提案悶 名称 EB 委員会 談集修正、その他
評価 決定

1 ボツワナ Seperu lolkdance and 記載 百日i北
associated practices 

2 ケニヤ RItuais and pwriatch tlees ↑fj十日 ~c. í 長 ※ 対話プロセス実施策何 (U3)
associated with Kit 照会 評価機関が対話プロセスを経て記載が
Mikayi shrine 妥当と判断したことを受け、全文採択

された。

3 モーリシャス Sega Tambour Chagos 
情H百報会

記ilま U3につい等ての不委ト員分よと評価されたが、パ
レスチナ り、対話プロセス

で解決可能であり、コミュニテイヨミ体z川、う白
の提案であることを重視すべきとの

見。委員の求めにミよ決り定提し案た悶。が:)iIi足説
明を行い、記載古 その際、
条例として 2 年初:に 1~~f;控措訟の進捗に
ついて報告することが追記された。

4 フィリピン Buklog，thanksogf 1Vt IIIg 十日市百f会fi 記iW ※ 対話プロセス実施策1'1全(U文4十)五
ritual system 01 the 評価機関の判断を尊重し、 択。
Subanen 

5 ベラルーシ SKparr1a11ig lond te ofJurabkl 不記紋 記il& ※ 国際支援提案劣1+
アゼjレパイジヤンーカザフスタンより、
本案件についても対話プロセスが行わ
れるべきだったと発言。記載すべきと
の意見が複数の匡lからでた。 2年仰に
報告を提出することを条併に、オラン
ダ・オーストリアも記載とする修正案
にJJnわった。

6 エジプト τally in Upper Egypt 不記紋 1/ ※ 国際支援提案策判
提出関より取下げ

12月 11日(水)

談題 10b 人類の無形文化漆産の代表的な一覧表(代表リスト)記載案件の審査

代表リストへの記絞案件および採択は下表の通り。ブルガリアとドイツが取り下げたため、 401'1:

が格安された。

No. 提案|主| 名称 EB 委決定長会 談笑修正、その他
評価

1 7)レメニア Armenian letter art 記i点 記i虫
and its cultural 
expreSSlOTIS 

2 オ ー ス ト リ τranshumance， the 記i北 記載 多聞共附提案の良好"JI例と評価。
ア・ギリシャ・ seasonal darloovnmg g of 議決文に修正あり。
イタリア livestock along スペインも共同提案にJmわりたいとの

mlg3mMtt ory routesm 要望がコロンピアより ii~示され、議決
the Mediterranean 文に、今後大、スペインはじめ関心のあ
and in the Alps る援lに拡 していくことを推奨する文

設が追認されることになった。

3 ノミーレーンほ Date palm， knowledge， 記，1世 記il世 多国共同拠梁の良好事例と評価。
か 14かl詔 skills， traditions and 

practices 

10 



4 ベルギー
OBrITuImsseeglsa，nagn oaf nnual 

記i決 記il虫 良好市な挺苦言殺事無例形と文評化価巡。産
者11 における 、建築並立政

historical procession との関連にも言及。
and popular lestival 

5 ボリビア The lestival 01 the 言ei主 記il批
Santisima Trinidad del 
Senor Jesus del Gran 
Poder in the city 01 La 
Paz 

6 ブラジル Culmtubra al mCeou mp13 lex of 記iloc 記il員
Bumba-meu-boi from 
Maranhao 

7 ブルガリア Nedelmo twrapnad rt w 不記il&ν 1j~出国により取下げ
singing， an island with 

the Rmhoodnooppe home sea 
01 Rhodope songs 

8 カーボベルデ Morna， musical 言ci世 記載 すべての基準を満たすが、トップダウ

pVrearcdte 1ce of CabO ンのアプローチは避けるよう提出国に
提言。

9 キプロス・ギ Byzantine chant 言己i占 記i主 採択後、 トルコより、不適当な名重称の
リシャ 使用や近隣国への配慮、祁五~_~i を欠

くと抗議あり。

10 ドミニカ M usic and dance 01 i官報 言己主1 R3、R4について情報が不イ分、また
Dominican Bachata 脳会 問j常的視1Iiliiに重点が置かれていること

から、し評16価か機閣関がは修情報照会とした。
しか 正案を支持し、記
il虫となった。 ra:s耐のなかで、モニタリ
ングの意図、コミュニテイ参加の実態、

教育を通じたた保委す謎員措霞について質疑応、
答が行われ、 会は上記の評価法機
についても満 と判断。
議決文修正のよ、採択された。

11 エチオピア Ethiopian epiphany i! F! 日I報会 記載 R2、R3について怖!irgが不イ分のため
悩卒f1!!百会とされたが、 8か悶より修正
案が提出された。
R2に闘しては本案件により他の111f，形文

化遺政のピジピリティ皮Eも4の向1に上観残光すると詳
備できるとし、また過 化や陪
業化への懸念は議決文 した上

で、択記後載、が決定。
採 エリトリアが多国苅で提案す
べきとの懸念:を表明。

12 フランスーイ Alpinism 記j北 記ili¥t
タリ 7・スイ
ス

13 ドイツ Theatres and 不自己il&

/ 
提出国により取下げ

orchestras in 
Germany and their 
socio-cultural spaces 
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14 インド

Skor nowoswCa 1leeRnd1cgge e poaof ， f hheeaallming g 
十古卒R ↑fJ報 ※ 対話プロセス実施案件 (R3)
照会 照会 対話プロセスを経て、評価機関は記載

カミi自主主との~'f和H を出していた由人ノ〈レ
スチナの提案により情報紹介として採
択されたま(賂辺国との国境問題がある
地域が合 れていたため)。
その後中間、インド、ノてキスタンのコ
メントあり。

15 インドネシア Traditions 01 Pencak 記ilま 記il在
Silat 

16 イラン Traditional skills 01 言己ili!( 言己殺

cDroatftamr g and playlng 

17 イラク Provision of services 記il& 記il&

athne d AhrobSPdItm al1Vty 1S1dtョutnIonng 

18 アイ Jレランド Irish harping 言己j北 記j長

19 イタリア Celestinian 記載 記il&

fcoerlEe1bvreantieosn s 

20 カ寸Fフスタン Alに kalpak 記il在 記ilま
craltsmanship， 
traditionallmowledge 
and skills in making 
and wearing Kyrgyz 
men's headwear 

21 ラオス
F((OllmaImle vvLooannm ggl) aVoo) ng Lao 

情調R 'I'i'i卒11 R2、R4、R5が不十分のため情報!照会
!沼会 照会 とされた。

修正案はなくそのまま採択。

22 マレーシア Silat 
j情開報会 日己紋 R2、R3が不十分として悩ザ〈j沼会の幻J

告が出ていたが、フィリピンをはじめ

8か悶より匡修lが正修案正が案提出された。故終
[i~に 19 か に賛同、記il批と
なった。
質疑応答のなかで、 R2が十分に理解さ
れていないことが浮き彫りとなった。
また、議決文にコミュニティの保護活
fti)Jへのも'i極的参加lを促すパラグラフが
追加された。

23 メキシコ ス Artisanal talavera of iHf百ji会rR 記il& 評価l機関は R3が不十分のため情報照
ベイン Puebla and Tlaxcala 会としたが、この勧告に対し、 19か国

(Mexico) and が修正栄を提示。
ceramics of τalavera 対話プロセスで解決できた案件との沼、
de la Reina and EI 見が出た。特業に問題となったのは、ili't

Puente dmel aAKIrnzg ob1S130 地指定や間 的lli1J而であったが、提出
(Spain) 国よりこれは伝統的な知数技術を守
process るための措世であるとの説明がなされ

た。

複策数i協到の調提す案るのよ場う合にに求、関係閣の保護
を める怒見がで

た。
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24 モンゴル Trad1tIonal techm1n que 記il<l( 言己紋

of maKIng Aan1md g it n 
Khokhuur and its 
associated customs 

25 モンテネグロ Bolza 1N立1aevyo ，tradItIonal i宵判i 情報 宜1、R2、R3、R4が不ー|分として情報
maritime organization 日召会 11目会 照修会との勧告。

正案はなく、そのまま採択された。

26 モロッコ Gnawa 記載 言日i占

27 ナイジエリア kpewrfaogrhm寸afnlrce theatrleal 情報 記i世 ※ 対話プロセス実施案Mt件自防護(R|羽3、lR4) i長
UB会 対話プロセスをiEて、 ま記

が適当との判断。全文採択で記械が決
定した。

28 ノルウェー Practice of traditional 記il員 記il<l(
music and dance in 

Sd(asentteecvsi/ndsg atlea，vnpjd lmaSygImn) ggm， g 

29 ベJレー
aP‘Hnadlaltl‘taEajfo sa'tdate loo Nm dee gthrie tos' 

記il責 言"il主

Peruvian south 
central coast1ine 

30 ポルトガJレ Winter festivities， 百日il批 記il世 コミュニテイ中心の提案書の良好4Jf例
Carnival of Podence との評価。

31 サモア 'le Samoa， fine mat f出Yi幸会日 記，1批 ※ 対話プロセス実施策件 (R3)
and Its cultural value 対話プロセスを経て、評価機1関|世は記紋

が適当と判断。全文採択で記が決定
した。

32 セーシェJレ Moutya 情報 十f沼llj 報会 R2、R3が不十分として情報照会とさ
I沼会 れた。

修正案はなく、そのまま探択された。

33 スロノてキア Drotarstvo， wire craft 百己主I 記il抵
and art 

34 スイス Holy Week 百己j主 記il車
pMrc encedsns! Ionsm 

SIO 

35 シリア Practices and 記紋 言己i詰t

carsasfotcsimataend swhiip th the 

Damascene rose in 
AI-Mrah 

36 タジキスタン Falak i制限 長吉幸良 R2、 R3、担5が不十分として、情報照
H日会 日召会 会の勧告が出ていた。

カザフスタン他の委員悶より修正案が
提出された。カザフスタンは記iI主に値
すると評価。一方、 3項目について不
卜分と評価されている提案書につい

て、評価機関の勧告を(磁オすのは問題で
あるとの意見もでた ーストリア
オランダ)。また R5に1M]しては、 NGO
がコミュニティに該当するか15'かで談
古市となった。
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役終撲正さすRれるをド的Zパ通たコ4。ラ防ミ情じグてまュ報に榊ラ1ニつ1H誠ブテ会いがを実ィと追て市文がは加し参京Jて本さ尾加採委れにすとた択民のる〈された

が 会での

M 判案出つfが
な ~i?:: 主主
修 よ主主
奨す 。

37 タイ Nuad Thai， traditional 
照情報会

~èí 北 ※ 対話プロセス実施策件機(Ri刻3)l 
Thai massage 対話i臨プロセスを経て、評価i 立記紋

が 当と判断。全文採択で記械が決定
した。

38 トJレコ Traditional ~日urkish 言己殺 記載
archery 

39 トJレクメニス τi.aditional turkmen 自己iW 記i在
タン cTaurrpkert r maluag artm 

memstan 

40 ウクライナ 百radition01 Kosiv 記ili¥' 記ili¥t
painted ceramics 

41 ウズベキスタ Khorazm dance， Lazgi ~èíl主 記iI世
ン

42 ベトナム Fraetlees oaf nTd hTen hdbl y 記il車 記il主

eTthh34niNc bgnmE ups in Viet 

Nam 

12月12日(木)

議題 10c グッドブラクティス登録案件の審査

グッドプラクテイス登録案件および採択は下表の通り。パナマが事前に取り下げたため 2件のみ得

議された。

No. 提案i主i 名称 EB 委決員定会 議案修正、その他
評価

1 コロンピア
Sof aftergadulatrtdonmag l csrtarfatts egy 

採択 採択 紛争地域における平和椛築のためのモ
デルとしても評価。

for peace building 

2 パナマ
Ecauscslotoluocrigaail tcepad rl oaWgnIrd tah mtmhe e 

情報

〆
提出悶により耳見下げ

照会

Armila Sea Turtle 
Festival 

3 ベネズエラ Biocultural 採択 t*:Jr¥ 環境保会と in¥形文化逃産保?止を附Jillさ

pstraraofedgglrtuazoman rmdoinf e g tfhooe r f tthhe e 
せた良好毛jl例。

Blessed Palm in 
Venezuela 
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談窓 10d 国際支援申請に関する審査

下記 l件が審議された。

No 提案恒| 名称 EB 委員会 議案修正、その他
評価 決定

1 ブルキナ 7 ァ CstaapkaeChItoy ldbeurIs idl mg fox 採択 採択
ソ nvolved 

m 2h21etnsaantfageglgbeule m a吋cBumlutgurlr《taihnle a 

Faso 

12月13日(金)

議題 11 ー箆表記載案件の名称の変更

スウェーデンより、 2018年の第 13回政府関委員会でグッドプラクテイスに記救された‘Land白 01“

Legends programme， lor promoting and revitalizing the art 01 storytelling in Kronoberg Region 

(South-Sweden) ，について、 '(South-Sweden)，を削除したいとの要望が拠出された (2019年3月 15

日付け)。討議では意見はなく、 E草案どおり採択となった。

議題 12 一覧表記載案件に隠する事後読査

2010年に代表リストに記載されたベルギーの AalstCarnivalの記載取り消しを事務局が提案 (2019

年3月21日の委員会ビューローで決定)。記1段取り1荷しとなる案件は初めてである。主な経緯・問題

点は以下のとおり。

. 2013年以降、本笑件に関するクレームが複数聞にi皮って事務局に笥せられた。

ー人種差別的、担i外主義的な表現が見られることから、深刻な問題と判断。またそうした事案が繰

り返し綴祭・報告されており、記救以前にもそうした問題があったことが、調査の結果明らかに

なった。

-関連コミュニティは明確な対策を取ることはなく、表現の自由のドこうした表現が繰り返されて

きた。

-人種差別的、排外主義的表現は、ユネスコの価依観と大きく異なる。 i明らかに条約第2条の相互

理解の理念に反しており、リスト記載の評1u1i基準 R1を満たさないと判断するに至った。

-また、条約第 16条に規定する文化的多様性のための対話を促進するという代表リストの目的に

も合致せず、評価基準 R2を満たさない。

本談笑はピユーロー会議にてコンセンサスを得たものが提示されたため、採択を行ったのちに、議

論がおこなわれた。採択においては、 2019年 12月5日付けでベルギ一政府が本案件の記載を取り下

げる意志を示したことを受けて文言の修正が行われた。

採択後、多くの悶が取り消しに焚河する発言を行った。締約問には記il主された案件に対して31任が

あること、また問題のある案件を記載と判断した評価方法についての疑問も捻示された。

*なお、向日午後、本談決に基づいて事務局が行なったプレスリリースの表現に対してパレスチナ、

クェートなどアラブ諮問よりクレームが入り、寺普高島中であった殺害長 14を一時中断し、プレスリ

リースの修正対応が行われた。
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談題 13 緊急時における無形文化遂産

ユネスコでは第 11問委員会 (2016)以来3年fmにわたって、自然災害や紛争といった緊急時ーの!!!¥

形文化遺産について議論を重ね、緊急事態による無形文化遺政への影響と、復興やレジリエンスのツー

ルとしての無形文化遺産というこつの観点から課題が提起されてきた。第 13回委員会 (2018)での

提言を受け、 2019年5月にパリ本部で専門家会合をIJfJ1lliし、原理IIや方法論について成果がまとめら

れたことから、その報告が行われた。主要なポイントは以下の巡り。

-自然災害と武力紛争の双方に適用可能な迩用原理や手法を議論。

緊急時の!!制限文化遺産が持つこつの制IJ聞をコミュニティがどう活用するか。

・既存の人道的取り組みと協調し、備え (Preparedne田)、非常時対応 (Response)、復興 (Recovery)

の災答サイクルのコンセプトを活用。

一般討議では多くの震lからこの取り総みへの評和liとfA:見が寄せられた。注目すべき意見としては以

下のようなものが挙げられる。

.2030アジェンダにも沿うもので、今後の 2003年条約の方向性を示すものでもある。ハーグ条約

の第2議定書 (1999) との相乗効果も期待でき、共同会議IJfJj院などが考えられる(*オーストリ

アより提案がありパラグラ 710として迫力11)。

運用にあたっては、複雑なコミュニテイの状況を考時、する必要がある。コミュニティにおける防

災減災のなかで無形文化泣践の役割を考えることが重姿。

.NGOの役割は非常時対応段階が"1"心となることが多いが、災答前 復興段階を含めた長期的視

野のJT~ り組みが求められる。

. i緊急II#Jに含まれるものとして、占鎖、紛争後もあることを確認。また気候変動も併せて考え

るべき(パラグラフ 11のなかで追記入

無)1':'文化迂lifli保談の重要性と保護そのものが非常時に対するコミュニテイの備えや復興に訳立つこ

とが再確認され、 2020年6fJの第 8閲締約図会議に非常11寺の無形文化逃産保護についての添付文書

(LHE-19-14.COM-13 REV-EN参照)を提出することとなった。

談題 14 条約におけるリスト記載メカニスムの再検討

第 13問委員会 (2018年)より、1:1本政府の支援による 2003年条約のリストへの記載メカニズム

の符検討が始まった。これは 2017年の委員会において、ベトすムが案件の危機リストから代表リス

トへの移行を希望したことで、記載システムの全首l的な見直しの必要性が認識されたことによる。今

後、専門家会合 (2020iド)、欲的関作業部会 (2021年)等を経て、 2022年の第 91!TI締約|説会談、まで

に取りまとめる首!蘭であり、本委員会ではユネスコ事務局より、記載メカニズムに|羽述する談題の整

理、および今回新たに笑施された対話プロセスについて説明が行われた。ヨミな論点はコミきく以下に分

けられる。

-記載メカニズムの全体的な見直し:代表リストの飽設に対する誤解、危機リスト、グッドプラク

ティス登録の低利用

-記載の許制基準に関連する課題・丑2の不ト分な理解、 U/R5(インベントリー)が不卜分な事例

が多いことなど。

ー記殺された案件のフォーローアップに関する諜題・現在は記載後の課題について委員会と情報

共有するシステムを欠く。
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-提案f!iの評価・務資の方法論・提案おのみに基つみいた評価の妥当性、案件自体を許制lしていない

との委員会の批判など。

対話プロセスは、第 11 悶委員会 (2016 年)において、経微な '111i卒12不備により十i!Íi~T=f{照会と勧告され

た袋件と、本質的な課題を抱える情報照会案件とをほ別し、稿者については捻築設審査サイクルのな

かで解決できるよう促すプロセスの必要性が認識されたことを受け、 2019年の捻案52審査において、

初めて試験的に導入された。第 8I!II締約国会議における運用指示殺の見夜しのなかで、正式な務談手

順として位認づけられる予定。

議論においても様々な意見が提示された。危機リスト、代表リストの記載メカニズムについてはこ

れまでも議論が重ねられ、 2016年からは評1iIli機関を設立して述朋している。しかしながら評似機関

による評価内容が、必ずしも政府関委員会による記載、1'1]断材料の全てになっていないこともあり、現

状のあり方に?にきな問題をはらんでいることを多くの周が共有している。評価機関による詳仰に関し

でも、 Outstanding、Unique、Originなどの不適切とされる表現に過剰に反応しておりローカルな文

脈を犯援しきれていないこと、多くの評価において言及された Overωcommercialization、Decontextu-

alizationなどのリスクについても明確な基準が不明瞭であること、対話プロセス実施策{牛のilHJHli準

がわからないこと、提案者には記殺されない政治的文ー!日立など~1fr*:i!}だけでは卜分に評舗できないこと

など、幾つかの課題が指摘された一方で、その判断をもっと設視すべきという官、見も一定数あった。

そのなかで対話フ。ロセスの導入は、諜題を含みつつも好評価を符ており、提出問 評価機関問のより

多くのコニュニケーションを裟む747が聞かれた。

議決文に対して穴きな異議は出されなかったが、迎用指示容を改定し、記減収りiiliしゃ移行の手順

および基準について明確化する必~性、評価l基準 R2 の見直しの必要性、多国共同提案案件への追加

参加プロセスの簡易化、記載済み請さ件だけでなく号事変"1"の案{午についても第三者から事務局にもたら

された情報を間知することなど、具体的な論点が追記された。

なお、本宇|に関しては、日本の任意拠出金に基づいて評仰を行ったこともあり、発言する多くの|主l

から日本に対する感謝が示された。

12月 14隠(土)

議題 15 条約実施における NGOの参加について

第 12痘|委員会 (2017年)より、認定NGOによる助言機能の定義について検討が始まり、第 13回

委員会 (2018年)において、委員会はユネスコ事務局に、認定NGO、NGOフォーラム、作業部会、

締約悶と議論を継将しするよう求めた。ここでは NGO フォーラムより、 NGO の無11~文化遺ilii条約に

おける役割について報告が行われた。 2003年条約第 9条に規定される NGOの役割は委員会への助言

を行うことができる能力をt守つ総織であり、運用指示i!i:パラグラ 796にも明記されているが、今回

の検討プロセスのなかで、 NGOの認定システムが無形文化遺産保設に何らかのかたちでffit献するた

めの提携メカニズムとして理解されている傾向が明らかになった。

その後の議論のなかで、委員悶からは NGOの役割について税綴的に評価するとともに、様々な意

見がだされた。

NGOを通じてコミュニテイの芦を附く必主さがある。 NGOからの報告はその第一歩といえる。

・都市の無形文化逃j)ÍÍになと特定の~qH速に貢献。観光や!民文脈化などの器ij避について報告できる。

NGOはコミュニティのキャパシティ強化にE主要だが、認定NGOには地域的な偏りがあるのは
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認定手)11買によるものか、あるいは締約闘が関与することはあるのか。

NGOの報告については、議決文末尾に新たなパラグラフとして追記され、次回第 15I!II委員会にで

訊均史的に報告を行うこととなった。この点については、ユネスコ事務局より、このために別の議題を

たてる場合は議決が必要となり、悶がNGOに対して提言を行いその活動に影響を与えることになる

ため、議決なしとする必要があること、あるいは別の報告に添付として NGOの線告を含めることも

考えられる、との怒見がでた。

このf也、事務局は NGOの機能整}.lliをすること、また締約|主i、関連 NGO、カテコリー 2センタ一、

ユネスコ・チェアキ子に対し、特に NGOの少ない地域において、新規 NGOへの能力開発活動を行う

ことなどが、議決文に追記・修正された。

言語題 16 特別作業部会からの報告

特別作業部会は第 111国委員会 (2016年)に初めて組織され、詳細h機IJ¥Jと捻案医!との対話、委員会

のJiff:思決定プロセス等の ~M~慾について検討を進めてきた。第 13 回委員会では対話プロセスの導入が

決まったことに加え、 NGOの認定・リニューアルプロセスについても検討することとなった。そこ

で第 14lilI委員会開催国であるコロンピアを議長とする特別作業部会が組織され、提言を含む報告が

;iE出された。

議題 17 認定 NGOの新規童話章、および認定 NGO活動報告

事務局より、 NGOの新規認定および、 81の認定NGO団体の活動の現状について報告された。新

規認定については、事務局は 35間体について運用指示51:パラグラフ 91に規定される認定基換を満た

すと評価。認定NGOの評側 (4，~勾;)については、 621到休が委員会の活動に貢献しているとして認

定更新、 19肢|体(うち 14は定期被告の提出なし)については更新しないとの提案を行った。

言語題 18 2020年サイウルの評価機関の任命

次期記il説サイクルを担当する評刊lii機関について、 4'I~任期のシステムにより、今年はグループ I、 II

から認定NGO、グループV(a)から専門家の選出を行う。 NGO枠については、グループIで3団体、

グループ日で2閲体、専門家枠ではグループV(a)で2名が立候補。

選挙に先立ち、許制Ii機関の構成と任務について記された別添の議決を採択し、その後投票が行われ、

以下が選出された。

NGO (グループI) Workshop Intangible Heritage Flanders 

NGO (グループII) European Association of Folklore Festivals 

専門家 (V(a)) Mr Lemeneh GETACHEW SENISHAW， Ethiopia 

議題 19 オープンエンド作業部会によるのユネスコ統治機関のガバナンス、作業手順、および作業

方法に関する推奨事項 (39C/Reso!ution87)の実施状況についてのフォローアップ

2017年のユネスコ総会において議決されたユネスコ機関のガパナンス、手順、およびブ'Ji;l，の迩!日

に関する勧告に!mして、事務局より、無形文化逃Ai'i条約の現時点までの対応、について報告が行われた。
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談題 20 第 15回政府関委員会の開催地および日程

ジャマイカが招致を表明し、承認された。

〈第 15回政府側委員会》

開催地 キングストン、ジャマイカ

日 1"， 2020年 11月30日から 12月5日

議題 21 第 15国政府問委員会事務局(ヒ、ユー口一)の選出

以 Fが第 15回委員会の事務局(ビューロー)を務めることになった。

議長 ジャマイカオリビア・グリーン文イヒコミ医

書記 (Rapporteur) カザフスタン アスカル・アドラハマダル氏

副談長 オランダ、アゼルパイジャン、中国、ジブチ、クウェート

議題 22 その他の案件

議長国、次回開1iii悶、ユネスコ事務局等への焚辞。

議題 23 ii，議決一覧の確認

議題 24 閉会

議長によるまとめ。ロンピア文化大臣カルメン・ノミスケスよりはj会の挨拶ののち、パフォーマンス。

その後、議長が閉会を宣言。

2-2 提案惑の評価に関連する所見

TlUと火学東北アジア研究センターでは、本受託事業の-21:として、議題 10のリスト記載案刊の若手

議文書において情報!照会または不認紋とされた案件 161'1二を対象に、提案書および百子制li機1M]のitjJ告に

ついてレビューを行った(下記一段、 1f1i1別のファイルについては参考資料 7-1を参照)。

t;~@詐号 案件名 1j~WI主i 評仙i

10.a.2 Rituals and practices associated with Kit Mikayi shrine ケニア 情報照会/記紋

10.b.7 Nedelino two-part singing， an island with the monophonic sea ブルガリア 不記;1吐
of Rodope songs 

10.b.10 Music and dance of Dominican Bachata ドミニカ共和医i 情報照会

10.b.1l Ethiopian epiphany エチオピア 情報開会

10.b.13 Theatres and orchestras in Germany and thei1" socio-cultural ドイア 不記載
spaces 

10.b.14 Sowa-Rigpa， knowledge of healing or science of healing インド i官f，1l!目会/記i決

10.b.21 Fone Lam Vong Lao (lamvonglao) (lamvong) ラオス 情報開会
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10.b.22 Silat マレシア 十i~l*ru開会

10.b.23 Artisanal talavera of Puebla and Tlaxcala (Mexico) and メキシコ スベイン 情報I照会
ceramics of 1alavera de la Reina and EI Puente del Arzobispo 
(Spain) making process 

10.h.25 Boka Navy， traditional maritime organization モンテネグロ 悩キrum会

10.h.27 Kwaqh-Hir theatrical performance ナイジエリア 情報開会

10.h.31 'Ie Samoa， fine mat and its cultur叫 value サモア 情報j照会/ITC.iliX.

10.b.32 Moutya セーシェル 情報照会

1O.b.36 Falak タジキスタン 悩報!!日会

10.b.1337 Nuad Thai， traditional Thai massage タイ f百trU!¥l会点二ι】|在

10.c.2 EcolTogurICtall l and cultu四 1programme associated with the Armila パナマ i首相i照会
Sea Turtle Festival 

百!}14 図政府問委員会の議事のなかでもしばしば言及されていたが、 ~;f仙i基準R2の怠区iが十分に

理解されていない提案識が多く、評価機関が指摘する通り、リストへの記載が提案する無形文化逃腹

案件そのものの知名度の向上や普及にいかに繋がるかといった観点からの記載に終始しているものが

多く見られた。これは、提案案件の記載が無形文化遺産全般にいかに寅献するかという問い自体がわ

かりにくいことに加え、無JI~文化逃滋保殺の歴史や経験が浅く、リスト記，1&無形文化遺巨匠も少ない悶

においては、案件自体の認知が向上することで初めて無形文化巡産保護の重要性を訴えることができ

るという状況があることも、この評価基準を更に図Wllにしている姿l却と考えられる。一方で、提案誌

を見るとR2の記i院が不十分であるにも関わらず、その点について評価機関が指摘していない案何ーも

見受けられ(例えばタイの案件)、評価の一政性を欠いていることはその信頼性に関わる~~題と謡える。

また不適切とされる詩総自体を、文脈を 1-分考l.iJIせずネガテイブに捉えている感があり、それが評

価lに彩響を及ぼしている点は重火で注意すべきである。例えば、エチオピアの案1'1:において“preser-

vation"を強調しており、変化を尊重する 2003"J~条約の“safeguarding" の精神に反すると判断してい

るが、提案書のなかでは“safeguardingand prese円 ationぺ“preservationand re-creation"といった文脈

で使用されており J旨摘はなからずしも妥当とは言えない。それは委良会の談論のなかでも話題となっ

ていた“authenticityぺ“uniqueness"などの詩集についても言えるだろう。

R3について情報が不一ー分と評側された案件も多く、{思百位指置における課題が浮き彫りとなった。

評佃l機関が留意している点として、保設措置の具体性に加え、コミュニティの参加とボトムアップ

アプローチ、伝統的な社会文化的文脈での継承などがあげられる。しかし観光や商業的側商に主1I1Qを

誼いた提案誌が多くみられ、脱文脈化といった懸念が繰り返し指摘されていた。

メキシコ・スペインの共同提案築件において、生設地認定制度がi商品を保護するものでありコミュ

ニティの実践を保談するものとは言えず、また真正性やユニークさを認める点において条約の理念と

は異なると評価されている。しかしながら、提言民間が議論のなかで説明したように、こうしたililJJ交に

よって安側なイミテーションの流通により伝統的な技術が衰退するのを保護することができている点

にも自を向ける必姿があるだろう。サモアの案件においても商業化の懸念が示されていたが、ヱ芸技

術のような生言|を担う書1m文化逃避2要素については、経済的側面を切り降すことは難しく、{呆殺措置

において一定のガイドラインが提示されることが望まれる。
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3 派遂事業

3但 1 無形文化i翠産国際調査報告

派巡者報告:工藤さくら

(1) 調査対象国 ネパール連邦民主共和|劃ゴルカ州ダルチェ部、パグマティ 1'i'1

(2) r.凋世子j切防:2019 ij三11月 161ヨ--'2019'10 12 Jj 2日

(3) 当該医|における!!!f，形文化遺産についての人類学・宗教学的調査の実施

報告者は、ネパールにおいて、 !!!f，形文化造設に関わる宗教人類学的調査を~施した。本調資では、

主に①文化遺産の保談が早急、のimumとされる災答被災地における現地調査、そして、②無形文化

遺産を担当する行政担当者訪問およびインタピューを行い、コミュニティ等の民間団体と行政とがど

のようにWIわり、文化財行政を進めているのかを調査することを目的とした。①の調査では、ネパー

ル穴渓災 (2015{Io 4月25日)の渓i服地にあるラプラック村を対象に無形文化遺産の保護に関わる行

政及び保諮問体の状況について現地tlJI~盗を行った。具体的には、当該村出身の Laxman Gurung氏と

看談削 YamkumariGurung氏の協力のもと、現地における社会編成、生君主、年中行事ゃ人生儀礼、祭

礼行事、及び地震後のそれらの変化についてグルン穏とネパール諮を用いて村内での開き取り調盗を

行った。また、 11月23日(こと)には、ラプラック1"1の災害復興住宅地として建設事業が行われてい

るグプシ・パカ地|互において NRNA(Non-Resident Nepalese Association)主催の住民説明会に参加

した。その|努、ダルチェ行政13:の郡長である SantoshGurung氏に対して文化保談に|拘わる行政活動

の状況についてインタビュー調査を行った。一方で、渓i服地には泣いが大きな被害を受けたカトマン

ドゥの|日市街:l1!!においても、年次の神輿祭りについて捌査を行った (11月 25日-26日)。

②の調査においては、 11月初 日に現・ネパール国立博物館館長で過去にネパール政府文化省(正

式名称は「文化・観光・航笠省 (MoCTCA)J)で!!l.f，形文化逃産を担当した JayaRam Shrestha氏に沼

会し、現在の担当者の紛介を受け、翌日 29EIに、文化省を訪問した。訪問では、 JayaRam氏の後任

である文化省二等官僚 MangalaPradhan J去とインベントリーの進行状況や、記載にE宣るまでの行政プ

ロセスや課題点について対談を行った。

(4) 当該国における無形文化逃践に|掬する行政、支援団体、関係者(コミュニティ、個人など)

についての情報および彼らの認認もする問題関心

ネパールでは、 2010年にユネスコの!!!¥形文化遺産条約を批准しているが、 2019年現在に至るまで

インベントリーの作成は完了していない。その理由として、内戦にかかる社会情勢の不安定、さらに

2008年にかかる第二次民主化運動で、医|内民族集段|による権利三E張と抗議活動の活発化を受けて、

特定の民族集団に利益が侃らないよう配慮する必姿性が発生したことによる。そのため、現在は、「危

機に瀕している」と考えられる文化事現を優先的にインベントリー上に記載し、民族集聞からの批判

を隠Iilli'している。行政としては、各行政自治体やジャナジャーテイ荘u能(民族組織)に情報提供を依

頼しているほか、奥文化プログラムを定期的に開催している。行政i句けのホームステイプログラムで

は、現地の食事や祭り等も体感し、参加者の ICHへの理解を促しているという。文化省では 2017年

より Hournalof Intangible Culturd (ネパール認)を年次発行し、この{也に、 jffiネパールタナフン地

主主のデライの人々の無形文化並立政、およびラプチェの人々の無形文化遺産(共に 2019年)を刊行し

21 



ている(民族的偏りについて指摘がありながら、なぜこれらが選ばれたかについては明示していない)。

しかしながら、 IC廷の認知)支は非常に低く、行政と地域との連携はほとんどとられていなし、。また、

登録による観光等への期待よりも、各自治体および地域組織による活動の方が直接的な利益として認

識されているようだった。ラブラックの場合は、 BhimLal Shestha氏によって自賀市IJ作された短編ド

キュメンタリーi決廊 IMakaiBibah (とうもろこしの結綿儀礼)Jが2019先に観光夫伎を受賞したこ

とで、 LaprakYouth Samuha (ラプラック青年会)が観光化へ向けて動きiJJしている。

3-2 無形文化透度国際調査報告

派遣者・報告寺尾 可j

(1) f，)，~査対象図:モンゴル医|

(2) 調査期間 2020年 1n 29 日 ~2020 年 2 月 7 日

(3) 当該|認における師、形文化遺産についての人類学的制査の実施内容

ヨミ調査では、① NGOI自然・文化巡産保護基金」代表オルトナサン ノロブ氏へのインタビュー

調査、②医|立文化巡jiliセンターでの問き収りfJ~J壁、③ NGO I馬乳湖の故証ij研究員タイワンジャル

ガル・パトドルジ氏へのインタビュー捌交を通して、モンゴル図におけるi!!¥形文化遺産をめぐる取り

組みの現状を明らかにした。

①においてインタビューをしたオルトナサン氏は、モンゴル|認で 1990年代後半から 2000年代に

ユネスコ悶内委員会の総事務局長等の役職に就き到IE形文化泣産保談の取り剤lみを封ニヲiしてきた人物で

ある。 2010年からは NGOI自主主 文化逃産保護基金Jの代表として、今日まで有形・無形文化i立政

の保護をめぐる国内の取り組みにおいて中心的役割lを果たしてきた。インタヒ‘ューを返して、無形文

化遺産保設の医i内の取り組みの経品?と今日の変化がIYJらかになった。

②において問き取りをおこなった樹立文化巡遊センターは、「文化遺産保談法」を基放とする無形

文化巡践保設の活動やその振興を担う機関である。聞き取りではとくに、国内の無形文化迂ijili保護や

その振興の具体的な絞り組みと、医i内の侃Jr~文化遺産に係る代表リストと緊急保設リストについての

情報を得た。

③においてインタビューをしたタイワンジヤルガル氏は、モンゴル悶立大学内で生物学の研究を

おこなう傍ら、出身地であるトウフ県エルデネサントilliで親絞らと協働し設立した NGOI潟乳洞の

故郷j のもとで、伝統的な!~乳j医製造技術の振興に取り組んできた人物である。インタビューでは、

タイワンジヤルガル氏の趣味が高じて始まったローカルな NGOの活動が、ナショナル・レベルでの

無形文化遺産保護の活動と迎卸Jし、 2019年12月にユネスコの無形文化巡政代表リストへの記紋が決

定するまでの経線を伺った。

(4) 当該国における無形文化逃践に関する行政、支援|ヨ1休、関係者(コミュニティ、個人など)

についての情報および彼らの認識する問題関心

モンゴル閣では、2003年、2005年に 2件の無形文化逃践がユネスコの 11栄作笈言Jに選ばれて以来、

81'1二が「代表リストJに、 7件が「緊急保設リストjに記載されるなど、ユネスコの無形文化遺産保

談の取り組みにおいて顕著な成果をあげている。これは、無形文化逃jlfi1府豊に関する悶内の取り組み

を索引してきた、オルトナサン・ノロブ氏の尽力によるものであった。ユネスコに提出するほぼすべ
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ての推iほ替の準備をJ'E!っているオルトナサン氏は、 15{'Iーという記載件数を、自身の手腕のみならず、

アジア諸国との協働の成果であると述べた。 1998年に東京で開催された 11998アジ、ア太平洋地域文

化セミナー:無形文化巡産の保存と振興J(財団法人ユネスコ・アジア文化センター主俄)にモンゴ

ルi司代表として参加したオルトナサン氏は、セミナーで無]1:'文化遺践の保存と振興に関する諸課題を

認識し、そこで築いた人脈は、今日に至るまでユネスコ1!¥¥形文化迂tilEへのノミネーションに役立って

いるという。また、オルトナサン氏は、自身の尽力の一方でユ、行政側には有形・無形文化遺産保護の

J[;Zり組みに対する関心が部く、推薦準備段階での予算がないという問題も指摘した。

行政機関として笑|努に無形文化遺産の保護活動を振興する役割を担っているのは、現在は教育文化

科学スポーツ省の管l踏になっている国立文化逃産センターである。法的基盤である「文化遺産保護法J

は、国立文化遺産センターを国の有形無形文化遺産保談の担い手として定めている。同センターは、

ユネスコ園内委員会や、 NGOと連携しながら、地方自治体に働きかけ、さまざまなプロジェクトを

おこなっている。

保護活動のなかで主に挙げられるのは、市民参加jJf;2の文化祭、調査・記録活動、出版活動である。

文化祭では器楽、歌謡、舞腕なとeの伝統芸能の上演やコンテスト、芸能保持者の表彰に加え、彫刻や

刺~iJ!J等の伝統的工芸技術の保有者の表fr.:.等もおこなっている。調査・記録、出版活動では、 5昔地方の

文化センターやオルトすサン氏のチームと協働し、調査察を用いた無形文化巡sEのドキュメント作成

を実施している。これらの無形文化遺産やその保持者は、|認内の無形文化巡政代表リストおよび緊急

保設リスト、無形文化巡産保持者リストにまとめられている。リストは随時更新されており、 2019

年 11月の|時点では、代表リストに 280件、緊急保護リストに 83件が登録されている。 2003年にリ

ストアップがIJ似合された当初、代表リストに 80件、緊急保護リストに 16件が笠録されていたことと

比べて、主主録件数は大幅にi哲加していた。これは近代の国家的伝統のみならず、国内諸地域の文化の

多様性に臼が向けられるようになった結果である。

ユネスコ無形文化遺産にノミネートする要素は国内の無形文化遺産リストの中から緊急度の高い順

に選ばれている。 2000年代には、器楽、歌謡、舞踊1などの伝統芸能が、推薦、採択されていたが、

近年では、移動牧官官というモンゴルの伝統的な生業にも注目が集まるようになり、牧畜技術をめぐる

複数の無形文化遺産がリストに記載された。伝統的な牧畜技術の継承をめぐる牧畜民たちの関心は高

〈、地元住民のfi'1極的な参加lによって無形文化遺産としての牧畜技術の保談、振興が図られているよ

うである。本言問査は、その一例として，~乳酒の自主造技術の調査、振興をおこなう NGO の活動とユネ

スコ!!lm文化泣援の代表リストへのj[I;l11$活動の:iJ!闘についての調査をおこなった。

NGO I潟乳j酋の故郷」を設立したタイワンジャルガル氏は、生物学博士としてモンゴル国立大学

で研究に従事する傍ら、親族らと共同で、地元の馬乳酒製造を振興する活動を行っている。タイワンジヤ

ルガル氏は、活動を始めた動機として、 2000年代後半から近年馬乳澗の伝統的製造技術である牛皮

革製の際造幸子探「フブールJが用いられなくなり、プラスティック裂の鍛造容漆が増加していたこと

を挙げた。伝統的製造技術が継承されなくなっていることに加えて、プラスティック製の容器では馬

乳酒の際造も卜分に行なえないと考えたため、フフールを用いた馬乳沼製造を振興してきたのだとい

う。馬乳酒やフブールの品評会を通じた NGOの振興活動の成果として、ブブールの利用は増加して

いるという。

NGO I馬乳i聞の故郷」の活動は、その後馬乳j闘の製造技術をユネスコ1!l¥形文化遺産の代表リスト

に記載するための取り組みを始めた国立文化遺産センターおよびオルトナサン氏の自に留まり、 20日
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年から三機関が共同で調査、振興活動を行なってきた。その結果、 2019年 12月の第 14回無形文化

逃ilIT委員会において「フブールでアイラグを隊造する伝統技術とそれに関巡する慣習jがユネスコ無

形文化遺産の代表リストに記載されることが決定した。

以上の調査から明らかになった、さまざまな牧道技術を無形文化遺産として認め、振興している近

年のモンゴル図での取り組みは、モンコソレ閣内での無形文化逃滋保談をめぐる住民たちの意識向上に

寄与するのみならず、生活に狼ざした技術の保設・振興を称揚するユネスコの理念の~現の一助にも

なるだろう。

(5) その他

有形・無形文化逃産をめぐるモンゴル国内の近年の取り組み、法制、関連i:ll:fl'j'等は、文化活:lA王国際

協力コンソーシアム(編)r平成 30年度協力相手|調調査 モンゴル国関資報告書j(2018年)に簡潔

にまとめられている。馬乳清の伝統的製造技術の振興や品評会をめぐっては、明治大学馬乳j酒困町研f究所

(什f代t表森蕊永由紀氏) を仁中!ドコ心心、とした1活舌E動由や石研j耳f究の者諮;河功干抱l

また、 2000年代からモンゴル悶内の無形文化巡産保護活動に携わってきた文化人類学者の上村明

氏は、当i時の問題として、行政側からのトップダウン的取り組みがみられる点や、近代化されたナショ

すルな伝統に焦点が当てられ、図内の文化的多様性が等関視されている点を挙げている(上村明 「モ

ンゴル無形文化財ユネスコープロジェクトにおける問題点と展望ー「文化多様性」と「コミュニテイ

を基盤にした」アプローチーJr第3回 モンゴル・日本文化フォーラム.有形及び無形文化逃ilITの

保存・保護j教育文化科学省主催、 2007ijo 9 月 27~30 1'1、ウランパートル)。しかし、今回の調査

の結果、今日ではある程皮悶内の文化的多様性に目が向けられ、ローカルな諸機関やNGOとのi11li列

も進められていることが分かつた。
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4 招鰐事業

mJI'~事業として、フランス、ネパール、インドネシアおよび|盟内の研究者、無形文化財行政関係者

の出席を仰ぎ、 2020年2月19日から 22日にかけて悶際ワークショップ "ThePracticalities and Ethics 

of Dealing with Disaster Remains and Cultural Heritages"を開fiiiした。

(1) スケジュール(詳細は参考資料 7-3を参照)

2020年2月19日(午後)、 l映像セッション、 1111台メディアテーク

2020年2月201'1 (9: 00-17: 00)、ワークショップ、東北大学災害科学国際研究所

2020 if' 2月21EI (9: 30-12: 00)、無形文化起tilifセッション、 i司ヒ

2020 iド2月21日 (13: 00) ~2020 正三 2 月 22 日、巡検、石巻・気仙沼

(2) 11.¥1博者

石川党 (I~t蘭阪管)、 Elisabeth Anstett (フランス;CNRS)、Suhadi(インドネシア;国立イスラム

大学ジョグジャカルタ校)、 JayaramShrestha (ネパール;国立博物館館長)、依木倍(成城大学)、石

垣i陪(東京家政学院穴学)、問芝志保(筑波大学)

(3) 概要

2月 19日の映像セッションにおいては 2015年のゴルカ地災で大きな被害を受けたネパールのラプ

ラック村を扱った映画 11止界で美しい村」の仁|りと及び|百j作品を手掛けた石川党政官との討論を行った。

討論ではl映像記録、記憶、芸能、教育、脆弱性、レジリアンス、府住地移転などのトピックがとり上

げられ、翌日からの談論のための共通理解を作り上げるうえで極めて有効であった。

2月初日のワークショップは3つのセッションからf品目立された。「遺体Jをテーマとした最初のセッ

ションでは、まず ElizabethAnstettによって、災害i時の巡や1，をめぐる凶嫌についてその不在、身冗不

明、断片化という視点から課題を獲壊する発表がなされた。続いて問芝志保は、関東大震災後の都市

復興の中で現代的な墓地が初めて形成されていった様子を論じた。おbastienP. Boretは東日本大震災

後における遺体の仮置き場や仮在日葬の事例を精査し、その社会的文化的背景と ~lfU問について議論を

行った。

負担二セッションでは「慰虫色」がテーマとされた。火村哲夫は東日本穴渓災で犠牲となった児li:t 生

徒に卒業証書が発行された事例をとりあげ、背後にある死者が生者と共に成長するという死生観を指

摘した。次に福EEI雄から、インドネシア、アチェの事例をもとに~lttj~ .追悼行~j";:におけるマイノリテイ

集団の問題について報告があった。 Suhadiはジヨグジャカルタの火山災各で死亡した地元の主主的指

導者の事例をとりあげ、慰主主施設と災害ツーリズムの関係について論じた。

第三セッションでは「逃物」をとりあげた。最初の発表者小谷市介は東日本火災災後の東北地方に

おける民俗芸能のiliiの事例を取りよげ、その保存、修復や複製、そして芸能の復活のための活用など

の務局間とそこにおける諜題について報告をおこなった。工藤さくらは、初日のi決闘でも取り上げら

れたネパールのラブラック村における集閃移転の事例について、政府によって建てられた移転先住居

が活用されずに震災後の新たな「遺物Jとなりかねない点を指摘した。木村敏明は来日本火災災で中

止された祭礼が二年後に復活するプロセスの中で護なる臼などの発見が果たした役割について論じ
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た。

2月21日の第四セッションでは、災害という文脈における無形文化遺産の保談について、アジア

諸問の事例報告と意見交換を行った。依木悟は民俗学研究者の立場から日本の1!!¥形文化逃産の保設に

おける諸課題について、それらを保持するコミュニティに務自しながら論じた。続けて石垣悟は文化

財調査官などとして文化財保護行政に関わってきた経験に基づき、日本の無形の文化巡illi保護が抱え

る課題について談論をおこなった。以上の日本の事例報告に続いて長年ネパールの無JI~文化巡産保護

行政に携わってきた国立博物官官館長の]ayaramShresthaから、コミュニティを重視した保護のあり方

について報告がなされた。以上の 3の専門家の発表に続いて工藤さくらと寺尾萌がそれぞれの現地部

査に基づきネパールとモンゴルの無形文化財保護の現状レポートを行った。

2月21日午後から 22日にかけては、小谷竜介のコーデイネートにより、ネパール、フランス、イ

ンドネシアからの招聴者とともに東日本大震災の被災地を訪問し、被災の笑態と復興過程における無

形文化巡産の意義について理解を深めた。 21日には石毛主の天川小学校および気仙沼のリアス・アー

ク美術館を訪れ、震災の記憶のもつ課題や可能性について考えた。 22日には気仙沼i良J阪地区を訪問し、

地区で伝承されている虎~lf，の実演見学および保存会との交流会を笑施した。海外からの招料者は特に

東日本大震災から復活まて、の様子や、小学生、中学生から年長者まで阪jよい世代が関与した保存会の

あり方に穴きな関心を示した。これにより震災後のコミュニティ復興における無形文化遺産の霊安性

について一つの事例を海外招聴者たちに示すことができた。最後に気仙沼東日本大震災遺Wi・伝承餓

を訪問し、巡検は終了した。

(4) 成果

以上の功会業を通し、ネパール、フランス、インドネシア、モンゴルなどの海外および箆|内の無形文

化遺産に渋lわる研究者や実務省之をjf，J院し、若手研究者や大学院生をも交え報告や意見交換を行うこと

で、東北大学を拠点とした悶内・悶際的ネットワークを形成することができた。今後このネットワー

クを活用して、研究や教育活動、無形文化逃産に関わる情報の発信などをすることがj切符できる。
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5 圏内調査

調査の目的

防災・減災および被災後の地域相会について考祭する|祭、地域社会における社会的結束や集まり具

合、関係性の程度(これらを「社会関係資本jと総称することもある)などが防災や琉夜、復興にお

いて重姿な役剣を来たすということが、これまで多くの研究によって明らかにされてきた。このよう

な観点から見ると、地域における祭・行事 芸能はその地域の結束性を高めたり、連帯意識を際成す

るなどの点で社会関係資本の育成・維持に賞献しているだろうことは想像に難くない。本調査では、

とりわけ、地域の復興に一定の役鋭を来たす指定無形民俗文化財の干専問に焦点をあてる。

文化財保談法で規定する無形民俗文化財は法第二条に「衣食住、生菜、信仰、年中行事等に関する

風俗慣習、民俗芸能、民俗技術Jと規定されており、未指定までを対象とすると彪大な数の無形民俗

文化財が域内に存在することとなる。そこで、本調査では、悶および地方公共団体によって指定され

ている無形民俗文化財を対象に調査を実施することにした。

!!!f，形民俗文化財に関わる行事や芸能は東日本大震災でどの程度の彩響を受けたのか、また被災後に

どれだけの地域がいつ、とのようにして再開できたのか、再開後の課題はどのようなものであるのか。

これらに関する知見は、災害後における主ø~民俗文化財の機能と役割を考察するための基礎的資本|と

なるはずである。にもかかわらず、 20日正loから 2012年にかけて東京文化財研究所が実施した状況集

約をのぞき量的な而に|渇してはほとんと調査されてこなかった。そうした中で 2019年に共同通信社

がt苦手県、宮城県、福島県の 3県を対象に、指定!!re形民俗文化財の再開状況に関するアンケート調査

を実施しており、東日本火祭災に伴う復興事業が一定程度進んだ:'1"で可'fgーの成果となっている。しか

しながら、その公開されたデータをみると尖態とは馴れたデータが数見され、専門的な知見に恭づく

調査が必要であることが読み取れた。このような状況を鑑みて、 Î!'m~民俗文化財の再開を巡る現状を

術開t的にt自爆するために:は約調査を行った。

質問紙調査の設計

本調室Eでは、指定Î!~形民俗文化財を巡る止』況を、lI;j 問 jlilli に沿って殺迎し直すことを試みる。そのた

め、質問紙の一部において、 iJJBe災以前」、「震災直後」、「現在Jという|時間フェーズを用意し、 H守附

的変化を析出できるよう設計した。

3:=.な調査項目は以下の通りである。

-指定都、形民俗文化財の災施場所、~施i時期、実施頻度

・指定!!ltJr~民俗文化財の中断の有無。杯開l埼の被支援状況

.指定!!，fiJ彩民俗文化財の来日本大震災による彩苓i

-指定I!!fiJ影民俗文化財の笑施頻度の変化。「震災以前」、「笈災夜後」、「現在J

指定力fl形民俗文化財の担い手の変化。 í~災以前」、「震災直後」、「現在j

-指定!!'(J移民俗文化財の'!)ミ施場所の変化。「震災以前J、「震災直後J、「現在J

-指定無形民俗文化財の活動資金の変化。 I，M災以前J、「震災度後」、「現在」

調査の概要

調査対象は寓城県における、気骨11i目、南三陸、石巻、女川、Jjfr松島、:i::&釜、七ヶ浜、仙台、名取、
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岩沼、亘現の 11自治体の保護団体、約 90である。自治体を通じて調査依頼を行い、災際の回答は保

談団体に行ってもらう。調査は基本的に Webアンケートの形式で行われる。すなわち、保諮問体の

担当者に指定した urlにアクセスしてもらい、 Web上で問答を入力してもらうという形である。なお、

調査の設計、自治体担当者ーへの事前聞き取り調査、質問紙の作成などは、瀧川裕賞、小谷竜介、福岡

雄が行った。

以上の調査を通して、来日本大i災災は一つの契機となっていることは確かであるが、そもそも震災

前から地域社会が抱えていた問題の発銘の契機でしかなかったのか、震災により新たに発生した諜!題

があるのか、という点について明らかにすることを試みた。

(消ttJ11 総t!t・小谷泡介)
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6 おわりに

国内の11E712民俗文化財における祭具等の三次元言hl!Uに近年11)(り組んできた。設計図や寸法記録が残

されていない獅子頭や祭礼船、芸能聞などの三次元データを都新し、活用可能な形で保存・主主倣する

ことで、それらが災害等によって致領したとしても、迅Jlsな復元を可能とさせることができる。被災

した祭礼や民俗芸能の早期再開を後押しすることで、主IE形民俗文化財ひいては地域社会それ自体の復

興に資するものとなりうるのではないか。そのような見通しを立てつつ郡安事業を進めてきた。

三次元データをもとに復元されるところの祭具が、地域の祭礼や民俗芸能を構成するほんのー要素

に過ぎないと理解し始めたのも近年のことである。単にデータから復元された真新しい道具があれば

手足りるわけではない。そうした道具がどのように継承され、またJ由城の歴史のなかでどのような役

割を担ってきたのかといった文脈を共有し、(道具に主IJまれた傷跡など)被災した記憶も含めて残す

工夫が求められる。三次元データに還元することのできない、そうした文脈を確認し、残し、紡いで

いくことの重姿性を痛感する機会が多かった。

我が図の111E形民俗文化財や青l，f，形文化財行政に携わってきた行政担当者や保護出体、尖践者や研究者

は、こうした諸々の文脈の霊25性を十分に認識したうえで活動を展開してきたのだと思う。またユネ

スコ無形文化活立政の保談活動の恨幹にも、コミュニティの自己理解や文脈の~1~if:、そして文化問の相

互尊重が含まれている。本事業にかかわるなかで目の当たりにしたことの一つは、地域社会、|認家、

そして政府問委員会で共有されている文脈の設なり合いとズレであった。締約国間で共有され明文化

された認識にもとづき、各地域の多微な文化を承認・保護することは、よりメタな文脈から各地域に

特徴的な実践を{立置づけ廷すことを伴う。|設内の検討と合mJ形成をふまえ、政府関委員会で議論して

いく過程でときに多様な文脈や個別性が捨象されたり、逆に強調されたりすることは当然包こりうる

ことであろう。

今後研究者として取り組むべきことの一つは、地域社会の文脈と、よりメタな文脈とのズレや折衝、

妥協なとeの過渡を{子細!に羽lき出し、記述することにある。しかしながらそれは狭い意味での学問的な

鋲域にとどまってはおそらく十分に行うことはできない。これらの示唆をアカデミックな綴j戒を越え

て様々な場で共有していくことも本事業を通じて導かれた今後の諜題である。

(福田 #.10 
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匿至霊4 7-11無形文化遺産保護条約に係る政府問委員会 (2019年 12月 間 か ら 14

日)の事前資料作成

(~[I 添) 議題 10審議案件の提案審・議決案まとめ
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【議題 1O. a.緊急保護一覧表】

10.a.2 Rituals and praotioes assooiated with Kit Mikayi shrine (ケーア)

(情報照会)

<内容>

ケニア西部、ルオ族の聖地 KitMikayiに関連する儀式と慣行。 KitMikayiとは、ルオの言

菜で「最初の妻の石」を意味し、その歴史はセメ地域への人類居住開始に滋り、セメ及び周

辺地域に影響力を持つ。あらゆる階層の人々が、雨乞いや祈り、富の蓄積、誓い、政治的成

功、癒しゃ自然の美しさを求めるなど様々な目的でそこを訪れ、儀礼や関連する慣行を行

う。儀式は社会的地位のある年長者によって率いられ、鶏や牛の屠殺を伴う(牛の屠殺は儀

礼の成功を判断する護要なプロセス)。男性は屠殺を、女性は儀礼に伴う歌やダンス、料理

を担う。子供達はそれを見て学ぶことで次世代へと継承される。さらに、その奇跡的力に

窓かれ、周辺コミュニティやウガンダからも人が訪れるほか、様々な教会の宗派にとって

も魂の探求と膜想の中心地として、礼拝や儀礼の実践が行われてきた。アフリカ系キリス

ト教セクト、レジオ・マリアはこの地を創始者オンヂットの聖地ともしている。

<緊急の保護が必要となっている要因>

Kit Mikayiはセメおよび周辺コミュニティの神聖な空間として認識されており、コミュニ

ティの愛着が保護への動機付けとなっているが、その一方で、現代化及びアフリカ文化と

の結び付きを否定するキリスト教宗派により危機に瀕しており、緊急の保護が求められる。

主要な危機の要因は以下のとおり。

a 実施回数の減少・長期約千魅が起こった 1987年を最後に儀礼は行われていない。

b.担い手の高齢化と減少

c 周辺の文化的空間の侵害と伝統的な治癒に関する知識の喪失

-90年代以降、薪材の需要により伐採が進み、薬用横物キ目が衰退。

一草食動物の侵入による森林荒廃

→セメ・コミュニティと自然との共生関係の崩壊、生物多様性の喪失。

d ライフスタイルの変化と若者の関心の欠如・継承を阻害

e. 口頭による継承とコミュニティ結束の弱体化 要因としての学校教育(進学で土地を離

れ、その知識を学ぶ機会がない)

<評価機関の指摘事項>

• U3:提案審の保護計箇には、活動への地方自治体による支援や地域社会の参加を含む活

動(4項目の目的に対応する 9項目の活動)が記載されているが、スケジュールが示され

てないため、保護計図を十分に評価できない。

→評価機関ー提出国間の対話プロセスの実施を決定し、活動スケジュールの提出を要望。

<評価機関提出国間の対話プロセス>

評価機関は、提案書 3bに記載された保護活動の予定義の提出を要請。ケニア政府は以下の

スケジュールを提示。

I .2019-2021 ケニア政府の支援によるセメ文化フェスティバルの開催

11 . 2020-2023 :学校休暇を利用して若者への指導・継承

ill.2020ー キスム群政府の支援により調査及び文記録作成

N.-2020 実習活動への若者の参加、知識習得を奨励

V…2018 キスム郡政府の支援で整地範囲を調査、境界をフヱンスで囲む。

羽 2019ー キスム郡政府の支援でセメ・コミュニティ文化センターの建設

四一2018 キスム郡政府の支援で自生樹種および薬用植物の種子を購入し、苗床を育成
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1〉評価機関はこの回答を得て、開面基準を満たしたと判断。

【議題 1O. b.代表一覧表】

10.b.7 Nedelino two-part singing. an island with the monophonic sea of Rodope 

songs (ブルガリア) (不記載)

<内容>

ニ声歌唱はドローン(持続低音)を伴う多声歌唱に属し、二声が対になって歌われるもので、

今日ではネデリノでのみ継承されている。古来の二声歌唱に加えて、ロドピ地域の単芦歌

やブルガリア南西部のニ声歌も村で好まれており、外来のレパートリをネデリノの音楽に

適合させ、二声にして歌われている。伝統的には儀礼的集まりの場で未婚の少女遠からな

る歌唱集団が歌う通過儀礼的社会実銭であったが、今日ではコミュニティセンター(スヴェ

トリーナ 1938)に集う女性、男性、子供遠からなるアマチユアが担い手となり、個人的表現

として祭りやコンサー卜、演奏旅行やテレビ番組などに出演している。伝統的には家族の

女性問で技術が継承されていたが、今日ではコミュニティセンターや学校での活動を遜し

た技術の制度的維持や普及が進んだ。 2000年から全国および近隣諸国から二声歌唱グルー

プを招いたフェスティバルを開催したり、既婚女性もステージに立ち技術を披露するなど

現代的展開もみられる。 2008年に国の重要無形文化財に受録。

<評価機関の指摘事項>

• R2 提案警は、本件の記載が無形文化遺産全般の認知や地域、園、箇際レベルでの重要

性の認識向上にどう貢献するか明確に示していない。ニ声歌唱そのものの普及による利

益にのみ焦点があてられている。

• R3・闘が提案した本要素の保護措霞は非常に一般的なものであり、本要素の社会的機能

や文化的意味の強化を目指していない。反対に、文化産業としての音楽に焦点を当て楽

出収集を企図していることは、本要素の脱文脈化と民俗化 (foI k I or i zat i on)に繋がる重

大な懸念となり得る。

• R1・提案審の記述から、本要素が慨に社会的役割や文化的意味を失い、脱文脈化してい

るとみなすことができ、条約に規定する無形文化遺産には当てはまらないと判断。

• 「ユニークなJrユニークさ」といった表現を避け、条約の精神にふさわしい語言語を使用

することが重要。

【議題 1O. b.代表一覧表】

10.b.10 眠usicand dance of Dominican Bachata (ドミニカ共和国) (情報照会)

<内容>

パチヤータは、ボレロにソン、チャチャチャ、メレンゲなど他のアフ口・カリブ海諸島系の

ジャンルが融合したダンス音楽である。ドミニカの人々は、バチヤータの音楽とダンスを、

地域の祝典、社会的集会といったあらゆる活動に遍在する地域特有の文化的表現と考えて

いる。愛、情熱、ノスタルジアといった本能的で情熱的な感情が歌で表現され、バンドと歌

手による伴奏を伴い、官能的な腰の動きを伴うステップが特徴である。担い手はドミニカ

社会のあらゆる分野の出身者で、年齢や性別の区別はない。その技術は、家族内、共同体内

における日常的な相互行為や祝祭、社会的な集いのなかで幼い頃から経験的に学ばれ、圏

内のスタジオや学校等では体系的な指導が行われている。ホテルやリゾートでは観光客向

けのレッスンが行われ、国墳を越え世界中でも親しまれている。 2015年、 ドミニカ共和国
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議会がパチヤータ音楽文化遺産を宣言。

<評価機関の指摘事項>

• R3提案審が示す保護措置は商業的で壮観な側面に焦点を当てており、危機的状況や脱

文脈化のリスクが高い。コミュニティ参加の欠如、要素の統合性と真正性を維持するこ

とを目的とした委員会の設置、ノンフォーマルからフォーマルな継承への移行は、要素

の存続可能性に悪影響を及ぼす可能性がある。

• R4:提案審!立、全国民がそのアイデンテイ子ィの重要な構成要素として認識しているこ

とを示唆しているが、推薦過程においてコミュニティが参加したという十分な証拠がな

く政府主導のトップダウンによるプロセスが露呈している。本件推薦のプロセスとして

記されているー遂の会合には、実際の提案審作成との関連性がない。

@ コミュニティや築閏を中心据えた推薦プロセスを踏むことを推奨。政府は、実践者やコ

ミュニティにとっての本要素の社会的役割や文過程意味の存続を保証し、過度の商業化

による民俗化(foI k I or i zat i on)・脱文脈化のリスクに注意を払い、コミュニティに密着

した無形文化遺産の側蘭とその継承を考慮すること。

・ 「糞正性(authe円ticitY)Jr統合性(integr i ty) Jといった表現を避け、条約の精神に沿

った語重量を用いること。

【議題 10.b.代表一覧表】

10.b.11 主thiopianepiphany (エチオピア) (情報照会)

<内容>

イエス・キリストの顕現を記念する公現祭(Epiphany、Timket)として、宗教的伝統に郎って

エチオピア全域で祝われる、宗教的・文化的な祭礼行事。 1月 18日(イブ、抗日tera)には、

各教会に~B られている tabot (契約の箱のレプリカ)が Timkete-sahirと呼ばれる水場に移

され、礼拝やi賛美歌の歌唱が夜通し行われる。翌日 19臼には何十万もの人々が集い、祭が

行われる。夜明け前の儀礼に始まり、様々な伝統的・宗教的歌唱を伴う華やかな儀式を経て

tabotが各教会に戻される。ここでは、老若男女、多様な地域・言語・出自の人々が、各々

に役割を担っており、そうした人々の実践が、本件の存続可能性を確かなものにしている。

<評価機関の指摘事項>

• R2 本件記載がどのように本件自体の認知向上に貢献するかという点に情報が集中する

一方で、どのように無形文化透度全般を可視化するかという点では、宗教的多様性と寛

容さを受け入れるといった限定的な記載のほかは、その根拠が示されていない。

• R3 本件の保護措霞よりも、無形文化透産会般の保護措置に照準を合わせている。また、

観光増加や商業化に常に言及する一方で、そのネガティブな影響への対策を十分に示し

ていない(r利害関係者はこうした潜在的リスクを軽減するよう努めるj とするのみ)。

また提案番を通じてrPreservationJを強調し、「何ら変化することなく祭礼を開催するこ

とを政府が保証する」とするのは、条約の精神に反する。

@提出国に対し、本件の保護においては観光の影響や過度の商業化に特に注意して脱文脈

化を紡ぎ、また観光と観光客増加によるリスクについても十分に考慮するよう推奨。

@伝統的および自発的な無形文化遺産の組織に過度の影響を与えかねないトップダウン

の取り組みは条約の精神に沿わない。
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【議題 1O. b.代表一重主義】

10.b. 13 Theatres and orchestras in Germany and their socio-cultural spaces (ドイ

立よ(不記載)

<内容>

ドイツの劇場とオーケストラおよび社会文化的空間は、濃密で多様なレパートリー、ジャ

ンル、芸術性、表現方法に特徴がある。その濃密さと多様さは、歴史的には 18-19世紀頃、

ドイツの多数の小国家や公領が芸術文化擁護のため劇場やオーケストラを創立したことに

起因する。アマチュア、プロフヱッショナル、そして多様な観客の協働により維持・発展し

ており、舞台作品やコンサー卜からアマチユアイベン卜まで、国中で日々多くの公演が催

されており、社会文化的課題を考える開かれた場として、実践者と地域住民の問で様々な

交流や意見交換が行われる。知識や技能の継承には演劇lや音楽教師が重姿な役割を果たす。

2014年に園の無形文化遺産目録に登録。

<評価機関の指摘事項>

• R1:多種多様な文化的表現を含んでおり、明確に定義し得る内容や実践者コミュニティ

を伴うまとまった無形文化巡産要素を構成しない。中核にあるのは高度に専門化したプ

口芸術であり、アマチュア層を含め、国立を中心とする制度化された教育システムが主

要な継承手段である。

• R2 劇場やオーケストうなど、世界各地の様々な舞台芸術を含むものとみなされ、無形

文化遺産の本質とは相容れないメッセージを発信する危険性がある。さらに、 2005年条

約の「文化的表現」と 2003年条約の「無形文化遺産要素」を混同し、代表リストに文化

産業を推薦する先例ともなりかねない。

• R3 提案された要素の多くは、条約が規定する無形文化遺産領域に対応せず、国や企業

資金を得たプロフエッショナル芸術と深く結びついている。実践者は高度な国立中心の

教育ネットワークに属している。プロ領域の支援や教育支援など、提案された保護措置

にもこうした性格が現れている。

【議題 1O. b.代表一覧表】

10.b. 14 Sowa-Rigpa. knowledge of heal ing or science of heal ing(インド)(情報照会)

<内容>

ソーワー・ 1) グ I~ーは、インドを中心としたヒマラヤ各地のコミュニティの聞で、父親から

息子へ、あるいは飾から弟子へと世代を超えて受け継がれてきた伝統的な医療体系である。

2500年前のインドに起源をもち、ヒマラヤ地域には 8世紀頃に伝えられた。地域にはt控室長
的なソーワ-.リグパー伝統医(Amchi)の家系が存在し、現在もソーワー・リグパーの治療

実践に従事している。チベット仏教の修道院には、一般向けあるいは僧侶向けのソーワー・

リグパーセンターを併置しているところもある。インド政府公認の伝統医療体系であり、

アーユルヴェーダとの共通性も見られる。伝統的な継承に加え、教育機関を通じた人材育

成も行われている。

<評価機関の指摘事項>

• R3提案審では、ソーワー・リグパーをヒマラヤ地域の環境と密接に結びついたコミユ

ニティの実践としているにもかかわらず、保護措鐙はソーワー・リグ、パーの制度化のみ

に向けられており、その文化的価値やコミュニティの実践が考慮されていない。
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<評価機関一提出国聞の対話プロセス>

提出機関からの質問 提築された保護措置のなかで、どのようにしてコミュニティレベル

の実践に対処するのか。

提出国からの回答。

. インドでは 2014年に伝統的なインドの治療体系に関する AYUSH省を設立。ソーワー・

リグパーもそこに加えられ、その維持と推進のために重点的な予算配分がなされてい

る。

・国立ソーワー・リグパー研究所、ソーワー・リグパー研究中央委員会は、高質な教育研

究を進めている。

・政府はいくつかのコミュニティのアウトリーチプログラムを作成し、ソーワー・リグパ

ーを含む AYUSH体系の促進と普及のための諸事業を開始している。

• AYUSH省が管轄する国立ソーワー・リグ、パー研究所は、コミュニティレベルで多くのj舌

動を行っている。

・さらに数百人ものソーワー・リグパ一実践者は、コミュニティでのワークショップ、研

修、セミナ一、医薬品の無料配布などの支援を受けている。

〉対話プロセスを通じて、コミュニティがいかに受益するのか明らかにされ、評価基準 R3

を満たしたと見なし得るとの意見。 (LHE/19/14.COM/INF.10参照)

【議題 1o. b. 21代表一覧表】

10. b. 21 Fone Lam Vong Lao (1釧 vongI ao) (1 amvong) (フオス人民民主共和国) (情報煎

会)

<内容>

元々は米の収穫を祝って行われた踊り。現在では様式化し、ラオスの属民的踊りとして、結

婚式やあらゆる闘家行事まで、さまざまな社交行事で踊られ、ラオの伝統とアイデンティ

ティの象徴となっている。男性たちが円を作り、その周りを女性たちが取り囲むようなか

たちでペアになって舞う。村落部では年長者から踊り方を習うほか、近年では各地の文化

協会や学校を通しても継承がなされている。政府による支援を受けたプロの踊り手もいる。

<評価機関の指摘事項>

• R2 提案審において焦点が置かれているのは、記載によって提案候補自体の認知がどの

ように向上するのかという点で、本件記載が無形文化遺産会体の認知向上に貢献するの

か、またどのように社会、集団、個人間の対話を促すのかについても説明が不十分。

• R4;提案過程におけるコミュニティの参与に関する記述が暖昧で、採用した方法論、関

係した当事者、実際に行われた活動についての情報がなく、コミュニティの参加を示す

証拠も不十分である。提案要素は国民全体を範囲としているにも関わらず、同意警は関

連協会 2通、政府機関 2遜の計4通しか添付されていない。

• R5;ラオス人民喪主共和屈の無形文化透産呂録との関連が不明瞭である。提案審では国

家の無形文化遺産と公式に認定していることに言及しているが、自録の名称、更新のメ

カニズム、管轄機関の名称について明確な情報を示していない。巨録作成がトップダウ

ン式に行われているとの記載もある。
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【綴題 1o. b. 22代表一覧表]

10.b.22 Silat (マレーシア) (情報照会)

<内容>

シラット (Si 1 at)はマレー諸島発祥の護身術。ランカスカ王国 (2世紀)にまで遡り、伝統的

マレー装束、楽器、慣習にまで及ぶ身体的および精神的鍛錬で、身体の解昔IJ学的知見や動物

の動きを取り入れている。マレーシアの全州にシラット実践者がおり、圏全体で 548のコ

ミュニティ(実践者団体)がある。シラットの知識は各コミュニティの獅もしくは兄弟子

(J羽rukaka)から伝授される。シラットはマレ一人のアイデンティティを示すものであり、

結婚式や宮廷行事で演じられることもある。現在ではジェンダーや民族を間わず実践され

ており、武術の枠を超えた芸能として、また健康や娯楽のためのスポーツとして広く受容

されている。

<評価機関の指摘事項>

• R2:本件記載が無形文化遺産全体の認知向上に貢献するのか、また本件記載によってど

のように社会、集団、個人間の対話を促すのかについて説明されていない。提案書にお

いて焦点が霞かれているのは、記載によって提案候補の認知がどのように向上するのか

という点である。

• R3 提築された保護措置において、計箇段階および実施設階ともに、コミュニティの参

加が含まれていない。提案審にはこの過程で意見を聞くと警かれているが、積極的な参

加はない。さらに、これらの措置への政府からの支援や、記載によるネガティブな影響

への対応策について明確な記述がない。

{議題 1o. b.代表一覧畿】

10. b. 23 Art i sana 1 ta 1 avera of Pueb 1邑 and Tlaxcala (聞exi co) and ceram i cs of 

Talavera de la Reina and EI Puente del Arzobispo (Spain) making process (メキシ

コースペイン) (情報照会)

<内容>

プエブラとトラスカラ(メキシコ)の職人技によるタラベラ焼、およびタラベラ・ヂ・ラ・レ

イナとエル E プエンテ・デル・アルゾビスポ(スペイン)の陶器製作。君主の支持を得てイベ

リア半島に広まり、 16世紀、絢芸家とともにメキシコに歪った。メキシコとスペインの両

国に浸透した陶器(タラベラ焼)の製作は、粘土の準備、糠鞠成形、装飾、エナメルと顔料の

準備、窯の管理などが関連する知識と技能が含まれ、篭動車産騒(ろくろ)を使用するなど変

化しているものの、職人技による製作過程は 16世紀から変わらない。担い手は職人や陶芸

家であり、製作過程全体を実践する者もいれば、特定の作業に特化した者もいる。専門的技

{将は製作工房で、あるいは親から子へと家族を通じて口頭で技術が受け継がれてきた。形

態、装飾、色彩、エナメルなどの細部に工房独自の特徴が表われており、タラベラ焼は、両

国にとってアイデンテイティの象徴となっている。
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<評価機関の指摘事項>

• R3 メキシコ、スペインの両国とも包括的な保護措置を提示しているが、これらの対策

には以下のような問題が.5i!られる。

ー生産地の認定とそのメカニズムl立、ユニークさと真正性の概念を促進させるものであ

り、条約の原則に反している。

一実践の保護過程そのものよりも経済的側面に過度に焦点が当てられている。

一保護措置の実施にコミュニティの参加が欠如しているように怠われる。悶様に、提案

審の多国籍性を支持するための共通の保護措置が欠如している。

⑧無形文化遺産を保護することが条約の主たる毘的であることを締約閣に再確認すると

ともに、商業化を適切に管理し、潜在的な悪影響を軽減するような措置をとること、そ

の一方で、真正性とユニークさを暗黙裡に保護するような措置は回避するよう要請。

⑧さらに、保護措置のあらゆる側面において、関連するコミュニティが可能な限り積極的

に参加することの重要性を提出国に喚起する。

[議題 1o. b代表一覧表}

10.b.25 Boka Navy. traditional maritime organization (モンテネグロ)(情報照会)

<内容>

要トリプンの遺物が 809年にコトルへ運び込まれたことに関連する一連の活動、慣習、儀

式を代表するもの。ボカ海軍は毎年恒例の襲トリプンの祝日の根幹にあり、コトル、ティヴ

ア卜、ヘルツェグ・ノヴィの祝日に参加し、市民とともに遜りや街角で伝統的な祭事を行

つ。

<評価機関の指摘事項>

• Rl:数多くの活動、慣習、儀式への言及があるが、それらの特徴、社会的機能、文化的

意味についての情報がない。本件は紹織とされるが、組織がどのようにして無形文化遼

産となり得るかが明確で、ないため、本件自体の特徴についての混乱を生む。本件とコミ

ュニティとの関連も示されていない。

• R2:本件記載が無形文化遺産の認知向上にどう貢献するかが示されていない。本件が臭

なる宗教、民族、文化が一体となったものの好例であることを示すとする根拠も明示さ

れていない。

• R3:提案された保護措置は、過去及び現在の活動と関連しているが、区別が明確でない

ため、将来的は保護をどの活動が担うのか確認できない。本無形文化遺産の性格に混乱

があるため、誰が保護措置における利害関係者であり、コミュニティがどのように保護

に参加するか確認できない。加えて、以下のような問題がある。

一観光に起因する潜在的リスクへの対応策の欠如

保護のメカニズムとしてのパフォーマンス・儀式についての説明がない

一伝統と伝統的価値の保存(Prese刊 ation)を強調

• R4:関連コミュニティとの作業の仕組と方法に関する情報がなく、彼等が積根的に作業

に参加したとは言えない。さらに本件の記述が不明瞭であるため、担い手を特定できず、

コミュニティ構成員と組織構成員の間で混乱が生じている。

- 事務局が提供する能力開発ツールを活用し、条約の様々な仕組の利用を改善することを

捻奨。
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【議題1o. b. 27代表一覧表]

10.b.27 Kwaah-Hir theatrical performance (ナイジエリア)(情報照会もしくは記載)

<内容>

ベヌヱ州に住むティヴ族によって行われる演劇。もともとはティヴ族の語り部伝統であっ

たが、次第に創造的な語り部達により物語が脚色され、現在のようなかたちになった。人

形、詩、音楽、踊り、仮装、生き生きとした諮りなどを用い、ティヴの人々の現実を表現す

る。演劇lの内容は彼らの世界観や信仰に関するものから、日々の現実に関するものまで含

まれる。居住地や市場の広場などでコミュニティに属する劇団により演じられ、徒弟制度

によって継承される。

<評価機関の指摘事項>

• R3 締約国と関連コミュニティは 1980年代から保護に取り組んできた。提案された保

設備震はその延長線上にあるが、記載に伴って生じ得るネガティブな影響への対応策が

提示されていない。特に懸念されるのは観光の活性化に伴う脱文脈化で、具体的な措置

は提案されていない。

• R.4主要な利害関係者との協議を含め、推薦の全過程においてコミュニティの積極的な

参与を得たと記載されている。しかし、提案審には関連する Bつのコミュニティのうち

1コミュニティ 13名の署名しか添付されておらず、他のコミュニティがどのように参与

したのか分からない。そのため、複数ある団体のなかから iつのコミュニティのみが取

り絡んでいるように見える。従って、本案件推薦の背後にあるコミュニティの複雑性と、

彼等の積極的参加についての説明が求められる。

<評価機関一提出居間の対話プロセス>

01提案要素の存続可能性が損なわれないためにいかなる措置を取るのか。例えば、どのよ

うにして観光増加に伴う脱文脈化の可能性を防ぐのか。

A1: Kwagh-hi rは家族、コミュニティ、そしてベヌエ州政府により保護されており、乾季の

農作業後の夕刻に定期的に演じられることで保存・振興・普及している。またベヌエ州は定

期的にコンテストを開催しており、これが外部からの影響や脱文脈化からの保護措置とな

っている。ベヌア州政府は管理者や実践者と協力して専門家委員会を設置し、その独創性

保護に努めている。

02:Gboko以外のコミュニティは本案件の推薦過程にどのように参与したのか。

A2:他のコミュニティも参与している。他コミュニティのリーダー逮は全員、推薦のための

ワークショップに参加した。そこで、 Tarka地域の KendeKaase Kwagh-hir劇団が全国規模

の文化フェスティバルや国際的文化イベン卜に参加するなど著名であることから、満場一

致で代表者となることが決定した。

[議題 1o. b. 31代表一覧表】

1O. b. 31 ‘le Samoa. fine mat and its cultural value (サモア独立国)

(情報照会もしくは記載)

<内容>

イエ・サモアは細く裂いたパンダヌスの菜を使用した特別な良質の手繍みゴザで、その縁

部には赤と緑の羽根が結わえられ、端部は繊維が解かれている。イエ・トガとも呼ばれる。

僅か数ミリのペースで編み込んでいくため、大きさによっては完成までに数か月から数年

かかる。イエ・サモアは祭礼や儀礼の場で展示されコミュニティの豊穣を願い、親族問で交
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換することで親族関係が再確認される。儀礼的交換は結婚式や葬式などの重要な儀式、紛

争解決等の!擦に実施され、国境を越えて行われることもある。祝賀行事などの機会には、イ

エ・サモアを身体に巻き装う場合もある。イエ・サモアの製作は織物小屋(faI e I a I aga)で行

われる。伝統的な織り手は女性で母から娘へと技術が受け継がれてきたが、近年は男性の

織り手もいる。イエ岡サモアの儀礼的交換は男性によって行われる。

<評価機関の指摘事項>

R3 提案された保護措震には生援の促進、展示、織り手の支援補が含まれるが、保護措置の

計画段階における織り手の参与は不透明である。さらに、その社会的役割や文化的意味の

保護よりも、提案候補の商業的価値に重点が置かれているように見える。

<評価機関ー提出国間の対話プロセス>

Q.保護措置の計画作成に当たって、コミュニティはどのように参与したのか。

A.保護措置の中核を成す QRコード・プロジェクトは、関係省庁 (Mi n i stry of Women， 

Commun i ty and SOG i a I Deve I opment)が年に 2由行っている織物小屋での対話から生まれ

た。織り手たちは先進技術を用いたイエ・サモアの保護と生産を提案したため、この訴えを

もとに 2016-2017年の聞で複数のコミュニティとの意見交換を行い、 QRコード・プロジヱ

クトへと結びついた。

【議題 1O. b.代表一覧表】

10.b.32 Moutya (セーシェル) (情報照会)

<内容>

18世紀の奴隷貿易とプランテーション・ピジネスを背景に生まれたアフリカ系の伝統的舞

踊。もともとは奴隷とその直接の子孫の聞で実践されていたものだが、現在ではセーシェ

ル閤民及び移民の間で親しまれ、セーシェル共通の文化的象徴として捉えられている。歌、

ダンス、太鼓(そして太鼓造りの技術)で構成され、その歌詞は、植民地支配者の視点(公式

記録)とは異なるオルタナティブな歴史記録でもある。もともとは野外で焚き火を因んで夜

通し行う郎興的な踊りであったが、現在は夜間に限らず、浜辺や舞台でも踊られる。近年、

セーシヱル・ミュージシャン協会による定期的な日曜陥outyaや 7月フェスティバル等によ

りMoutyaが復活しており、即興的なパフォーマンスを守ろうとしている。 2010年に国の無

形文化遺産自録に登録。

<評価機関の指摘事項>

• R2 提案書は本件自体の認知向上、特に観光促進に焦点を当てており、無形文

化遺産全般への貢献については説明されていない。さらに、提案審は記載によ

り他の創造的産業との対話や関係を助長し、実践者の雇用促進に繋がると記載

するが、こうした商業的アプローチは、必ずしも条約の目的に沿ったものでは

ない。

• R3:非常に一般的な記載に留まっており、記載によるネガティブな影饗の可能

性への対応策が見られない。また、過度な商業化のリスクを指摘しているが、

その対応策も提示されていない。反対に、提案された保護措置は本件の商品や

観光集客としての価値に焦点を当てていることから、本無形文化巡産が脱文脈

化する可能性がある。

@ また提出国に対し、以下の点を勧告:

一過度の観光増加や商業化による無形文化遺産保護への影響に特に注意を払い、脱文

脈化をi坊ぐよう務めること
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保護措置を計図・実施する際には、その文化・社会的側簡に焦点を当てること

一 代表的一覧表の目的は無形文化遺産全般の認知向上であり、観光促進ではない

ー トップダウン的な手法による保護を避けること

【議題 10.む.代表一覧表】

1O. b. 36 Falak (タジキスタン) (情報照会)

<内容>

ファラクは山岳地帯に暮らすタジク人の音楽ジャンルのひとつであり、一人の器楽演奏に

よる伴奏や複数の楽器による伴奏を伴う独唱、または伴奏を伴わない独唱である。いくつ

かの技法によって下位分類が形成されている。伝統的にはイスラーム化以前の山岳信仰や

天空神信仰、家族的な葬送儀礼と関わっているが、クロブ地方の都市的ハイカルチャーの

所蔵でもあり、新たな楽曲上の展関を伴う作品群へと展開したファラクもある。老若男女

問わずファラクの実践者だが、伝統的には師弟関での制度的継承によって得られた高度な

音楽技能を必要とするファラクも存在する。ファラコンと呼ばれる一流の歌手や演奏家が

担い手となって、さまざまな祭典、儀式等で演奏される。ファラコン遠の周りに形成される

コミュニティ・ベースの弟子たちの集団は、師弟間での口伝による継承を通じて新しいフ

ァラクを創造する能力を有しており、既存のファラクを演奏するだけの国立楽団や諸集団

とは区別される。ファラコンは婚姻儀礼や葬送儀礼、他の儀礼的行事には必ず招かれ、ファ

ラクを披露する。地域の人々はファラクを聴くために招待なしに儀礼の場に顔を出すなど、

社会的機能にも関わっており、ファラコンはこうした社会的な場での演奏によって社会的

名声を得ている。

<評価機関の指摘事項>

• R2本件は、ファラクの 1)ス卜への記載が無形文化遜産一般の認知度をどのように高め

るのか、いかに対話を促進するのか、記載がどのように文化的多様性の尊重を促進する

のかを提示できていない。記載はファラクおよびその実践者とタジク人への貢献に終始

している。

• R3提言書された保談措置は何をすべきかという項目のリストにすぎず、具体性を欠き隣

係するコミュニティ、グループ、個人が保護計画にいかに関与するかを示していない。

さらに、条約の十分な理解なしに提案審が作成されたことを示唆しており、特に、無形

文化遺産の進化的かつ動態的な性質の重要性が認識されていないようである。

• R5:ファラクは 2016年にタジキスタンの無形文化透産の国家リストに登録され、登録か

ら3年か 5年ごとに更新されている。しかし、提案審には、関係するコミュニティ、団

体、 NGOがどのように参加して呂録が作成されたか明示されていない。また一覧作成を

管理する機関や一覧作成プロセスについても明確ではない。

【議題 1O. b.代表一覧表】

1O.b.13 37 Nuad Thai目 traditionalThai massage (タイ) (情報照会または記載)

<内容>

伝統的タイ式マッサージであるヌアッ・タイは、タイの伝統的な技能、科学、文化のひとつ

である。非医学的な用手療法で、ヌアツ z タイのセラピスト(モ・ヌアッ)は、身体を巡るエ

ネルギーの流れ(セン)の閉塞を治療し、患者の身体とエネルギーのバランスを整える、つ
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まり身体の構成要素(地.71< .風・火)を正常化する処置を行う。治療には両手、肘、膝、両

足を用いた処置と、消炎効果のある薬草を用いた温湿布を組み合わせる。タイ農村社会に

起源を持つ民間療法の経験と知識が体系化し、現在では国家の医療システムに組み込まれ

都市部において職業となっている。 2001年に伝統的タイ医療(TT制)のひとつとして認定さ

れ、専門的な実践者教育制度や研修プログラムが整備されている。

<評価機関の指摘事項>

• R3:提案された保護措置には、ヌアッ・タイの促進活動、教育研修、継承、記録作成、

法的政策や規制などが含まれ、国の保健組織や他の関係機関により有効な保護措置と財

政支援が行われている。ただし、提案する保護措震により、関係コミュニティがどのよ

うに緯益するのか、明確にする必要がある。

<評価機関一提出国聞の対話プロセス>。提案された保護措置は関係コミュニティにどのように利益をもたらすのか?

A: 1)地域コミュニティが彼ら自身の伝統的マッサージに関する知識や資料を収集・保護す

ることを可能とする。ヌアッ・タイへの翻心を再活性化し、コミュニティ、地域、国家レベ

ルでの研究を促すことで、地方の施術者の評価を高めることに繋がり、地域間の交流や次

世代への継承を促す。

2)誤用や不適切な実践を監視し、専門的な技能向上のための学習や交流に貢献することで、

民間の個人・グループ岡協会を含む地域・国レベルの実践者ネットワークが強化される。

3)一般の人々にとっては、安全で良質の施術とその情報が得やすくなる。

4) i政府による政策、規制や予算措霞はコミュニティ、市民団体、専門家らが必要とする情報

を提供し、より自発的な保護を促進する。

【議題 1O. c.グッド・プラクティス】

10.c.2 Ecological and cultural programme associated with the Armi la Sea Turtle 

Festival (パナマ) (情報照会)

<内容>

アルミラのウミガメ祭に関連する環境保全および文化的プログラム。祭りの中心約役割

を果たすグナの人々は、人問、植物、動物、精神が世界を成すという世界観を持っている。

祭りでは、海洋生態系への圧力が大きくなるなか、この世界観にもとづき、ウミガメの保

護活動(海岸の清掃、巣穴のモニタリングとパトロール)や物語・款といった表象、工芸品

制作が行われる。こうした活動は、海岸を守り生物多様性を保護し、そうした慣習を強め

ることにつながっている。

ウミガメ祭は 2007年より始まり、砂浜の清掃とウミガメ産卵地点のモニタリングやパト

ロールを行うのにあわせ、ウミガメや地域環境に関連する口承伝統や儀礼、ダンス、食実

践などの文化的要素の保護を目的とする。コミュニティが一丸となり砂浜及び生物多様

性を保護し、伝統を強化する事例である。

<評価機関の指摘事項>

• P1・多くの文化約活動が含まれてはいるが、プログラム自体は生態的側面に重点を霞

いている。ウミガメと関連する無形文化途産要素は極めて限られている。さらに、プ

ログラムにおける環境保全と文化的表現との関連について明解な記述を欠いている。

• P2・無形文化遺産の保護措置に関する対応について、地域レベル、国際レベルで努力

がなされてきたとする根拠を欠く。

• P3 本案件は、無形文化遺産の保護措置より、はるかに潔境保全およびその推進に焦
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点を当てており、条約の原理を反映する活動について明確に記載されていない。従っ

て、条約の目的がどのように達成されるか評価することは不可能。

e P4:無形文化透度の存続可能性に本件がどのように震献できるのか不明瞭。祭り自体

の存続性の確保を目的としており、このような祭り中心のアブローチは無形文化遺産

の脱文脈化に繋がりかねない。

e P5: rコミュニティ Jという概念の使い方が殴隊で、地域住民を指す場合と本件に係る

利害関係者を含む場合とがあるが、いずれも祭りに積梅的に関与している。

• P6 本件をモデルとして、他の文脈においてどのように再現・利用できるか説明され

ていない。また無形文化遺産保護の良好事例としての祭りについて、説明されていな

い。
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|参考資料 7-2| 政府関委員会における議事概要

無形文化遺産条約第 14田政府関委員会議事概要

日時 2019年 12月9日(月)から 14日(土)

会場 Agora Bogota Convention Centre， Bogota市(コロンピア国)

文資 東北穴学*北アジア研究センター

2020'F 1月6EI 
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無形文化遺pi条約第 14回政府問委員会議事概嬰

日時 2019年 12月9日(月)から 14日(土)

会場 Agora Bogota Convention Centre， Bogota市 (Colombia)

委員国

議長国

アノレメニア、オーストリア、アゼノレバイジャン、カメノレーン、中園、キューパ、

キプロス、ジブチ、ガテマラ、ジャマイカ、日本、カザフスタン、クェート、

レバノン、モ-!)シャス、オランダ、パレスチナ、フィリピン、ポーランド、

セネカ、ノレ、スリランカ、 トーゴ、ザ、ンピア

コロンビア(議長:マリアクラウディア・ロベスソルツァノ Ms Maria Claudia 

Lopez Sorzano) 
副議長悶 オーストリア、ポーランド、フィリピン、ザンビア、パレスチナ

ラポノレトウーノレ(書記) ジ、ヤマイカ(ベノレナンド・ジャンキ- Mr Bernard Jankee) 

12月9日(月)

議題 1開会

エノレオ、スト ユネスコ事務局長の挨修

コロンピア国文化大臣の挨拶

議長による第 14回政府関委員会開会の宣言

議題2議題の採択

議事進行法の確認、その他会場に関する情報提供

[14.COM 2原案通り、議題を採択]

議題3オブザパ

オブザーハー参加となる NGO等を紹介

International Centre for Research and Documentation on African Traditions and 

Languages (CERDOTOLA) (第 11、12、13、14問委員会)

International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC) (第 12、13、14

厄/)

African Trade Centre (A TC) (第 13、14、15回)

Centre for Black Culture and International Understanding (CBCIU) (第 14恒/)

15~17 回委員会について、 Arab League Educational， Cultural and Scientific 

Organization (ALECSO)が参加を希望

[14.COM 3 Jj草案通り採択}

議題4第 13回政府問委員会の議事録の採択

事務局より報告があり、意見なく談案の採決

【14.COM4原案通り採択】

議題 5a政府関委員会の活動報告

2003年条約 30条に従い、政府問委員会はその活動を総会に報告することになって
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いる。j楚出された 2018年1月から 2019年12月までの委員会活動報告草案が提出されたが、

議案が整っていないため、報告および採決は最終日に延期。

最終日に完成した草案が提出され、そのまま、午後のセッションにて議決を行った。

【14.COM5a原案通り採択】

P3にアセソレバイジャンなどから、冒頭の thethree Statesの削徐の依頼が入った。

議題 5b事務局の活動報告

事務局より、 2018 年 1 月 ~2019 年 12 月の活動について報告。緊急l時・教育・能

力開発に力点をおいた活動が進められてきたことが報告される。

これを受けて、事務局および、開催国であるコロンビア、開催地であるボゴタ 市

等に対する賛辞が委員国から発せされる。その後採決が行われる。

【14.COM5b原案一部修正による採択】

アゼノレパイジャンの提案によりパラグラフ 8としてアフリカ等に対する

活動を一層強化するよう事務局に要請する 1現1"1追加された。

議題6無形文化遺産基金任意拠出金およびその他の課題

2003年条約25.5条に従い、当該委員会は特別活動のための無形文化巡産基金(任

期拠出金)を受け入れることができる。事務局から 13問委員会から 2019年 9月

まで任意拠出金の報告説明、基金の運営コスト割合についての提言がなされる。

具体的には①持続可能な開発に寄与するキャパピノレと②教育(フォーマノレ・ノン

フォーマノレ)を通じた ICH保談が実施された旨の報告がなされる。あわせて、任

意による追加拠出金の提供を締約国に期待していることが報告された。

また、昨年の委員会以降にf司令た任意拠出金について報告がなされ、その中で、

運営コストについてこれまでどおり 0%とするか、ユネスコ全体の CostRecovery 

Policyにあわせ、 7%とするか議決が必要であることが説明された。この点は、採

決文書ミに 2案が提示された。

[14.COM 6原案一部修.iEによる採択】

事務局提案の 2案では、オプション Aが採択されるとともに、コロンピ

アの提案により、語句の修正がなされた。

議題 72020 -2021年周期の無形文化遺産基金の利用計箇

事務局より 2020-2021年の無形文化遺産基金の運用計図案について報告され

た。任意による追加拠出金が減少したこと、未納の査定された拠出金 (44カ国が

滞納)がある一方、国際支援が増加したことで、支出がI闘力IJしている。これは医|

際支援メカニズムがよく機能していることを示すが、それだけ任意の拠出金が吏

に重要になってくる。基金としてはより健全な運用状況になっていると言える。

運用計画の主要な部分は国際支援に充てられる。 BudgetLine 3 (委員会の他の

機能)は、キャパシティピノレディングや緊急時の ICH保護などが含まれる。また

Budget lines 4-6. 7の問である程度の移行ができるよう柔軟な運用方針を維持した

い、との25:向が示された。これに対して、フィリピンなどから Line3が 20%とな
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っている点について、大きな割合が充てられていることから、その内訳を提示し

てほしいとの要望が出された。議論の末、事務局で対応を考える必繋がでたこと

から、議案の採決は最終日に持ち越された。

[14.COM 7原案一部加築および修正による採択]

フィリピンおよび事務局からの提案により一部修正され、採択された。

議題8定期報告制度の見臨し

締約国が提出することになっている定期報告について、提出状況が好ましくな

いことから、 2017年よりそのシステムの見直しを行ってきた。 2020年より新しい

制度を導入することになったことから、その説明を事務局が行った。

新しい定期的報告システムは、ユネスコの OverallResults Frameworkに沿うも

ので、地域ごとのサイクルで報告を提出するように変更。来年が最初の年で、ラ

テン・アメリカ、カリブ海地域を対象とし、その後ヨーロッパ、アラブ、アフリ

カ、アジア太平洋と続き 2025年は全体の総括の年とする。

提出方法など技術的な点で委員医|からの質問が出される。時間がなくなったこ

とから採決は 2日目の最初の議事で行われた。

【14.COM8原案どおり採択】

【12月 10日(火)第 2日]

議題 9a危機リストに記載された案件にかかる締約国からの定期報告審査

運用指針パラグラフ 160では、国家は危機リストに登録された無形文化遺産の 4

年ごとの定期報告が定められている。提出された報告書は 4件であり、クロアチ

ア、ケニヤ、ウガンダ、ベネズエラを対象に審査を行った。各案件について、状

況についての報告が行われたとで、それぞれの定期報告について採決が行われた。

【14.COM9a1、14.COM9a2、14.COM9a3、14.COM9a4全て原案どおり採択。

そのとで 14.COM9a全体を採択]

議題 9b無形文化遺産基金の国際支援の使用に関する締結閣の報告

事務局より、無形文化遺産基金を用いた無形文化巡産保護に関する 36のプロジ

ェクトがこれまで実施され、 19のフ。ロジェクトが現在も進行していることが報告

される。この中でキャパシティビノレデインタに1'¥11わる案件や教育に関わる案件で

成果が出ていることが報告された。併せて、これまでの基金を用いた事業の傾向

分析が行なわれ、 20日年頃より基金の利用が増えてきており、その役割lが噌して

いることが報告された。

委員閏からは、事業に対する好評価が発言された。特に 1!!lJT~文化巡践の平和に

対する寅献についてのコメントが注目された。

[14.COM 9.b 原案どおり採択]
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議題 102019年度の評価機関の活動報告

第 13I五l政IN問委員会では、 2019年の危機リスト、代表リスト、グッドプラク

ティス、 10万ドル以上の国際支援事業の詳lilliに責任をもっ諮問機関が組織された。

ここでは、その評価機関より議家主主作成の流れ、特に評価方法の説明を中心に報

告された。その後一般討議が行われた。

今年より試行約に導入された対話プロセスについてのコメントが多数あがった。

また、危機ジストの評価基準である U2、U3、代表一覧表の評価基準の R2、R3

に|裂する問題の提起もいくつかの間から発言があった。議案の採決は、 10dの採決

後、 12月 12EIに突111包した。

【14.COM10原案どおり採択]

議題 10a緊急の保護を必要とする無形文化遺産リスト記載案件の審査

危機リストのノミネーションおよび採択等の状況は下表の巡りとなった。

【14.COM10.a各提案の採否は下表の通り】

No 提案隠l 名称 EB の評 委員会決定

imi 

I ボツワナ Seperu lolkdance and 記載 記、|世
associated practices 

2 ケニヤ Rituals and practices 情報Jti日会 的事関照会
associated with Kit Mikayi 
shrine 

3 モーリシャ Sega tambour Chagos 情報!照会 情報照会

ス

4 フィリピン Buklog， thanksgiving 情報照会 悩級j照会
ritual system 01 the 
Subanen 

5 ベラノレーシ Spring rite 01 Jurauski 不記載 不記載
Karahod 

6 エジプト Tally in Upper Egypt 不百日紋 J足出1mより

lW下

【12月 11日(水)第 3日]

議題 10b人類の無形文化選産の代表的な一覧表記載案件の審査

【14.COM10.b各擬案の採否は下表の巡り】

議案修IE、その他

※ 対話プロセス~施案件

U3について修正

U3について{官疋

※ 対話プロセス実施案件

U4について修正

※ 国|務支j~提案案件

いくつかの国が議決文;!?の

修正を発議し、段i容の追加

等を行い可決

※ 国際支綬提案案i'l'

No 提案|到 名称 EB の日平 委員会決 議案修正、その他

mli 定

I アノレメーア Armenian [e吐erart and its 五己i[世 記載
cultural expressions 

2 オーストラ Transhu円、ance， the 日己t 記載 スペイ yも共悶提案に加わ

リア、ギリ seasonal droving 01 りたいとの要望がコロンピ

シャ、イタ
livestock along migratory 

アより提示され、議決文に、routes In the 
リア Mediterranean and in the 今後、スペインはじめ関心の

Alps ある図に拡大していくこと

を推奨する文言が追記され
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ることになった。

3 パーレ-/' Date palm， knowledge， 記Hoc 記iI在

ほか 14か skills， 廿adit旧ns and 

国
practices 

4 ベルギー Ommegang 01 Brussels， 日出|在 記iI世
an annual historical 
procession and popular 
lestival 

5 ボリビア The lestival 01 the 日己t 記載
Santisima Trinidad del 
Senor Jesus del Gran 
Poder in the city 01 La 
Paz 

6 ブラジル Cullural Complex 01 記載 記絞
Bumba-meu目 boi 廿om
Maranh昌o

7 プノレガリア Nedelino two-part 不記載 提出聞に
singing， an island with lhe より lTR下
mRhoondoopphe onic sea 01 

son口S

8 カ ボベノレ Morna， musical practice fieiliX 員己iI世

タ 01 Cabo Verde 

9 キプロス・ Byzantine chant 記ー|虫 記l抜 トルコより抗議あり

ギリ vャ

10 ドミーカ Music and dance 01 情報照会 記載 R3、R4について修正
Dominican Bachata 

11 エチオピア Ethiopian epiphany 情報照会 記11& R2、R3について修正

12 フランスほ Alpinism 記H世 記載

かニヵ国

13 ドイツ Theatres and orchestras 不記紋 取下
in Germany and their 
socio-cultural spaces 

14 インド Sowa-Rigpa， l<nowledge 1M~!'，?1会 む1NI~l\民会 ※ 対話プロセス実施案件
01 healing or science 01 パレスチナの提案により悩
healing 

報紹介のままとなる。その後

仁川主l、インド、ノぐキスタン

のコメントあり

15 インド;;r，、シ Traditions of Pencak Silat 記11世 記】i在

ア

16 イラン Tradit旧nal skills of 記il批 記載
craftinq and plavinq Dot昌r

17 イラク Provis旧nof se刊icesand 長日]1ま 日己il&
hospitality during the 
Arba'in visitation 

18 アイノレラン Irish harping 記H在 記載

ド

19 イタリア Celestinian forgiveness 目己iI& 記載
celebration 

20 カザアスタ Ak-kalpak craftsmanship， 記載 記紋

ン traditional knowledge and 
skills in making and 
weanng Kyrgyz men's 
headwear 

21 ラオス Fone Lam Vong Lao 情報照会 首lJ報lKl会 R2、R4、R5が!照会対象
(Iamvonglao) (Iamvong) どの医|も発言なく決議され

る
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22 7 レ シア Silat 悩報!日i会 記il世 R2、R3について修正

23 メキシコ、 Artisanal talavera 01 情報!日1会 記載 R3について修正

スペイン Puebla and Tlaxcala 復数闘の提案の場合に、日(I{;系
(Mexico) and ceramics 01 

闘の保絞策を協調するよう
Talavera de la Reina and 

(ESlpPauine)nmte a delArzobispo 
に求める意見が出される。

kin口process

24 弓云ンコツレ Traditional technique 01 記i1i1t 記H車
making Airag in Khokhuur 

and its associated 
customs 

25 モンァネク Boka Navy， traditional 悩報照会 '1i'i$.照会 Rl、R2、 R3、R4が照会対象

ロ maritime organization 

26 モロッコ Gnawa 自己iI& 記載

27 ナイジェリ Kwagh-Hir theatrical 情報!K1会 記載 ※ 対話プロセスヨミ施策件

ア peげormance R3、R4について修正

28 ノノレウェー Practice 01 traditional 記iIま iie;l& 
mUSIC and dance In 
Setesdal， playing， 

d{satnevciinstg evlir1a0n} d 
slngmg 

29 の之ノレ 'Hat判ode Negritos' and 五日iI在 tici!世
'Hatajo de Pallitas' Irom 
the Peruvian 
south-central coastline 

30 ポノレトガノレ Winter lestivities， 記載 記111)(
Carnival 01 Podence 

31 サモア 'Ie Samoa， line mat and 情報!被会 記紋 ※ 対話プロセスw.施~i'I'
its cultural value R3について{まIE

32 4モz シェノレ Moutya 情報照会 情報Jt~í会 R2、R3が!'.司会対象

33 スロパキア Drotarstvo， wire craft and 記11& 記11&
art 

34 スイス Holy Week processions 目己iI皮 記載
in Mendrisio 

35 シリア Practices and 記iI世 記111)(
craftsmanship associated 

with the Damascene rose 
inAI司 Mrah

36 タジキスタ Falak 官lj線照会 情報!I.i日会 R2、R5は修正され、 R3が残

ン

↑I号線照会として議決

37 タイ Nuad Thai， traditional 情報照会 記;1世 ※ 対話プロセスw.1.草案件

Thai massage R3について修正

38 トノレコ Traditional Turkish 記載 記紋
archerv 

39 トノレクメニ Traditional turkmen 記111)( 記絞

スタン carpet making 
Turkmenistan 

aは In 

40 ウクライナ Tradition 01 Kosiv painted A日中I 記載
ceramlcs 

41 ウズベキス Khorazm dance， Lazgi BC紋 員己紋

タン

42 ベトナム Practices 01 Then by Tay， ~èí紋 記載

QNrOonugps and Th畠iethnic 
in Viet Nam 

(12月 12日(木) m4E1] 
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議題 10cグッドプラクティス登録案件の審査

【14.COM10.c各提案の採否は下表の通り]

No 提案図 名称 EB の評 委員会決 議案修正、その他

iuli ←疋ム

l コロンピア Saleguarding strategy 01 係jl， 採択
traditional cra世s lor 
peace buildinq 

2 パナマ Ecological and cultural 情報照会 提出国に
prog旧mme associated より取下
with the Armila Sea Tu仕le
Festival 

3 ベオ、ズエラ Biocultural programme 採択 採択
lor the safeguarding 01 
the tradition 01 the 
Blessed Palm In 
Venezuela 

議題 10d国際協力の採択審査

[14.COM 10.b各提案の採否は下表の通り]

No 提案図 名称 EB の長手 委良会決 議案修正、その他

fllli 定

1 プルキナフ Capacity building lor 採択 採択

ァソ stakeholders involved in 
saleguarding the 
IntantaBgIbe le cultural 
heritaqe in BurlくinaFaso 

【12月 13臼(金)第 3日}

議題 11条約 覧表に記載された名称の変更

運用指針1.12に従い、スウェーデンより 2018年にグッドプラクテイスに記載

された'Land-of-Legends programme， for promoting and revitalizing the art of 

storytelling in Kronoberg Region (South-Sweden)'について、 '(South-Sweden)，を削

除したいとの要望が提出された。討議ではZ吉見はなく採択となった。

【14.COM9.b原案どおり採択]

議題 12条約のリス卜に記載された案件に関する事後調査

2010年に代表リストに記jlまされたベノレギーの AalstCarnivalの記T段取り j司しを事

務局が提案 (2019年 3月 21日の委員会ピユーローで決定)。記載取り消しは初め

ての案件となる。事務局からの背景、記載後に浮上してきた問題等の経緯説明を

うけ、取り消しを審議した。議案はビューロー会談にてコンセンサスを得たもの

が提示されたため、採択を行ったのちに、議論がおこなわれた。一般討議では、

反ユダヤ主義・八種差別的な表現が含まれることから、多くの聞が取り消しに賛

同する発言を行った。

[14.COM 9.b一部修正のうえ採択】
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ベノレギ一政府が本件の記殺について取り下げを求めたことを受けて追記、

および、字句の修正を行った。

なお、議題 14の主評議中に、本議決に基づいて事務局が行なったプレスリリース

の表現に対してパレスチナ、クェートなどアラブ諸国よりクレームが入り、議案

14の審議を一時中断し、プレスリリースの修正が行われた。

議題 13非常時における無形文化遺産

第 11副委員会 (2016)以来、 l当然災議や紛争といった非常H守のI!!li形文化遺産に
ついて、無形文化遺産に対する影響と、防災j域災に対する無形文化遺産の役割と

いう二つの観点から課題が提起されてきた。これまでの議論を受けて、 2019年 5

月にパリ本部で専門家会合を開催したことから、その報告が行われた。一般討議

では多くの国から意見が寄せられ、議決を行なった。

【14.COM13段落の修正および追加が行われて採択】

ICHの保全の重要性と保全そのものが非i常時に対するコミュニティの準

備や回復などに訳に立つことが再確認され、 2020年 6月の第八回総会に

非常 I時の I!柱形文化巡産の保全についての添付文書

(LHE-19-14.COM同 13REV-EN参照)を提出する事となった。パラグラ

フ2に人権等に関する文章の迫力日、パラグラフ 11に各国の努力目標に関

する段務の追加等が行われた。

議題 14条約におけるリスト記載メカニズムの再検討

2018年第 13回政府会委員会で、日本政府の支援による 2003年条約の登録メカ

ニズムの再検討が始まった。これに関わり、危機リスト、代表リストの記載メカ

ニズムについては、これまでも議論が議ねられ、 2016年からは評備機関を設立し

て運用している。しかしながら評価機関の評価内容が必ずしも記E放の基準の全て

になっていないこともあり、現状の記載のあり方に大きな問題をはらんでいるこ

とを多くの国が共有しており、一般討議でも様々な窓見が提案された。評価機関

の評価に関しでも、批判的な意見もあるが、一方で、その判断をもっと援視すべ

きという意見もあり、多様な意見が提出された。その中で対話フ。ロセスは好評価

で一致しており、その点を組み込んだ議決案については火きな異議は提出されず、

提案とおり議決となった。

なお、本件に関しては、日本が任意拠出金にJ基づいて評備を行ったこともあり、

発言する多くの国から日本に対する感謝が示された。

【14.COM14>>草案どおり採択】
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【12月刊日(土)第4臼】

議題 15条約推進への NGOの参加について

2017年第 12凹政府問委員会で登録NGOによる助言機能の定義について検討が

始まった。ここでは NGOのi!!¥形文化遺産条約に対する役割について、 NGOフォ

ーラムよりその組織のあり方等について報告がなされた。その一般討議となり、

委員留からは NGOの役割についてfrit盤的に言!J1jiffiされる。
[14.COM 15項目の追加が提案され、修正案が採択】

事務局がNGOの機能筆理をすることが定められ、また悶家や|具l述NGOに対し

新規のNGOへの能力開発活動を運営することが推奨された。なお、 P5、P9を追

加する修正意見がフィリピンから提出され加筆される。

議題 16特別作業委員会からの報告

評価機関と提案割、委員会との対話のあり方や、 NGOとの対話のあり方が課題

として存在していることから、第 14問委員会開催国であるコロンビアが中心とな

って設立した特別作業委員会からの報告があった。

【14.COM16原案どおり採択】

議題 17認定 NGOの新規登録と、認定 NGO活動報告

事務局より 81の認定 NGOの新規資銀と活動の現状について報告された。

【14.COM17原案どおり採択]

35のNGOが登録に値するとして総会で登録にむけて推薦、 62の査を録団体はその

まま継続、 19団体が登録抹消。

議題 182020年周期の評価機関の任命

次期記載周期の評価機関について、4年任期のシステムより、今年はグループl、

2から認定 NGOの選出、グノレープめから専門家の選出を行う。 NGO枠につい

ては、グープ lで3団体、グループ2で2間体、専門家枠ではグノレープ5bで2名

が立候補。選挙に先立ち、評価機関の構成と任務について記された別紙の議決を

行い、その後選挙が行われた。

【別添 1が議決されたのち、別添2にある立候補者の選挙を行い、 14.COM18が

採択された]

NGOグループ 1Workshop intangible heritage Flanders 
NGOグループ 2European Association of Folklore Festivals 
専門家 5b Mr Lemeneh GETACHEW SENISHAW， Ethiopia 
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議題 19ユネスコの統治機関のガパナンス、手順、および作業方法に関するオープンエンド

ワ キンググル プ推奨事項の実施に関するフォロ アップ

2017年のユオ、スコ総会において議決されたユネスコ機関のカ、バナンス、手順、および方法

の運用に関する勧告に隠して、事務局より、無形文化遺産条約の現時点までの対応につい

て報告が行われた。

[14.COM 19原案どおり採択]

議題 20第 15回政府関委員会の開催地および日程について

ジャマイカが招致を表明し、承認される。

[14.COM 20 採択】

関11幻也 キングストン、ジャマイカ

日稼 2011年 11月 30日から 12月 51ヨ

議題 21第 15回政府問委員会におけるビューローの選出

条約にもとづき 6地域から 1か国ずつ選出する。

【14.COM21 採択}

ピユーロ一国 ジャマイカ(地I或4)、カザフスタン、オランダ(地J或1)、

アゼノレバイジャン(池域 2)、中国(地域 3)、ジ、フQチ(池域 5a)、クエー

ト(地域 5b)

議長 ジャマイカ オリビア・グリーン文化大臣

主持己 (Rapporteur) カザフスタン アスカノレ・アドラハマダル氏

議題 22その他の案件

パレスチナより議長、コロンピア、次回開催のジャマイカほかへの賛辞が表され

る。

その後、フィリピン、セネカツレ、オーストリア、ザンビア、日本、ジャマイカ、

ポーランド、ジブチ、アノレメニア、中国、カザフスタン、キューパ、クエート、

スリランカ、ガテマラからも同様の賛辞が表される。

各賛辞に対して、議長がそれぞれに賞献に対する返礼をする。なお、日本につい

ては条約への貢献もあった。

最後に事務局への賛辞がパレスチナより評され、議長より、その他すべてのスタ

ッフに賛辞が送られる。

議題 23議決リスト確認

特に議論は行われずに採択される。
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議題 24閉会

議長より、議長としての仕事の終了が宣言される。

コロンピア文化大臣カノレメン・パスケスより防会の挨拶

16時 16分閉会の宣言
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|参考資料 7-3 招聴事業関連資料

THE PFミACTICAUTIESAND ETHICS OF 
DEAUNG WITH DISASTER 

REMAINS & CULτURAL HERITAGE 
災害遺物と無形文化遺産の実践と倫理
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指定国立大

災害科学世界トップレベル研究拠点

The Practicalities and王thicsof Dealing 

with Disaster Remains and Cultural Heritage 

February 19-22， 2020 

Schedule 

""'''"'芦"d"'''.O1 ‘ 母宅訟f込

詩句会
γ 二重ず
'";;:rC(i込礎移盈ダ

TOHOKU 
U"，，，，~~， n 

Feb 19 ， 16-19:00 Film session， "The Most Beautiful Village in the World" and Talk by Mr. Ishikawa 

(Director)， Sendai Mediat色que7F Theater Room 

Feb 20， 9-17:00 Workshop in Japanese/English with translation (followed by a reception PM) 

Feb 21-22， 9:30-12:00 AM Presentations by Japanese and Nepalese expe代5of Cultural Heritage， 
followed bya Disaster Heritage Tour to the coastline areas of 3.11 (in Japanese/English with 

translation) 

Q虫亘国議rs:Toshia制 Kimura，Sebastien P. Boret， Sakura Kudo (Disaster Humanities) 

Background: Tohoku University became a Designated National University to represent. One of its 

objectives is the development of an interdisciplinary research c1uster of disaster scientists. One of its 
groups is the Disaster Humanities Unit that brings together anthropologists， sociologists， folklorists， 
museum curators and artists. Together they set activities and events such as ethnographic movies， 
exhibitions， and field research connected with the context of disaster. Pa代 ofthese events is the 

annual workshop series Born in Disasters organized by the public health， well-being and social 
recovery group. Its aims are to explores the cultural elements and social phenomena that find their 

origins in crisis. The first event focused on the issue of Dealing with Death and Remains in the 

Aftermath. The pa代icipantsbrought a variety口fcase studies from France， Indonesia， Hong Kong and 
Japan. Their papers collectively argued that disasters leave behind them human remains (bodies， 
souls) and a仔.ectedpeople (bereaved) that human societies must deal with. They also showed that 

communities are compelled to rescue documents， personal objects， and other artefacts curated in 
museums 

Summary: During the 2020 workshop， the preseηters and their audience will be invited to engage 
with The Practicalities and Ethics of Dealing with Disaster Remains and Cultural Heritage. Byexploring 

further the practical processes of rescuing and prese刊 ingbodily and disaster remains bodily and 

spiritual dimensions ofthe victims as well as cultural heritage and the benefit for social recovery. The 

participants are invited to discuss the broader ethics of these processes by introducing their impacts 

to group identity and representation， collective memory， community bond， education and 
knowledge 

To民cs:corpses， spirits， disaster remains， cultural heritage. 
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Workshop program 20 February 

Venue: Tohoku University， New Aob日yamaCampus， IRIDeS， 1F Seminar Room 

Session 1 : The Practicalities and Ethics of Dealing with Disaster Remains and Cultural Heritage 

WELCOME ADDRESS: 09:0ふ09:20;Kimura Toshiaki， Tohoku University， S邑bastienP. Boret. Tohoku 

University; EnglishjJapanese 

PRξSENTATIONa: Each presentation willlast 20 minutes plus 10 minute Q&A. 

Session 1 HUMAN REMAINS 09・20-10:50

1. Elisabeth Anstett， CNRS， The Difficult信sueof Incomplete Bodies and Cad口ve内 Fragmenおm

Mass Death 
2. Shiho Toishiba， JSPS丹esearchFellowship for Young Scientists， The Transformation of the Burial 

System after the Great Kanto Earthquake 
3. Sebastien P. Boret， Tohoku University， Managing Mass Fatalities during the Crisis of 2011 Japan 

Disasters 

Break 10 mins 

Session 2 SPIRITUAL REMAINS 11:0日間13:00

1 丁目別oOhmura， Tohoku University， Diplomas for the Dead: Memorial Services for the 
Children Victims of 3.11的 Non-ReligiousPublic Schools 

2. Yu Fukuda， Tohoku University， Commemorations ofthe Tsunami by religious mino円tiesin 
BandaAceh 

3. Suhadi， State Islamic University， The Petilasan of Maridjan: Spiritual Remains of Merapi 
Volcano Eruption in Post-Disaster Tourism Trend in Yogyakarta， Indonesia 

Lunch Break 90 mins 

Session 3 MATERIAL R正MAINS14:30陶 16:30

1. Ryusuke Kodani， Tohoku History Museum， The Methods and E汗'ectsof Transmitting Cultural 

Heritage Damaged by Disaster to Future Generations 

2. Sakura Kudo， Tohoku University"Post司 disasterReぉlienceand Uninhabited Resettlements in 

Nepal: A study of a Model Village following the Gorkha Earthquake" 

3. Toshiaki Iくimura，Tohoku University， Material Remains and Revival of Local Festival in Post司

3.11 Japan 

Break 10 mins 
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DISCUSSION 16:30-17:30 

Coordinator Toshiaki Kimura and Sebastien P. Boret 

The general discussion will be an opportunity to discuss the outcomes of the workshops， including A 

publication 

DINNER托ECEPTION18:00; location to be confirmed 

Cultural Heritag巴 Preservationin Disast巴rs

21-22 February 

民旦RUAR工主主

Venue: Tohoku Uηiversity， New Aobayama Campus， IRIDeS， 1F Seminar Room 

Session 2: A Comparison of Preservation Programs of Intangible Cultural Heritage in Asia 

9:30-9:35 Opening by Prof Hiroki Takakura 

9:35-11:05 Prof Satoru Hyoki (Folklorist) Seijo Gakuen University， Efforts for Safeguarding Folk 
Performing Arts in Japan: Focusing on the Communities Concerned and the Problems Facing Them 

Ass. Prof Satoru Ishigai， Tokyo托aseiUniversity， "Present state and issues regarding the protection of 
intangible folk cultural properties. What should be protected? What can be protected? " 

11:05-11:35 Mr. Jayaram Shrestha， Nepal National Museum， "Safeguarding Intangible Cultural 
Heritage ( ICH )of Nepal: Role of Community" 

11・35-11・55Miss Kudo， Field Rep口氏。fICH in Nepal: Efforts for First Enrollment and Challenges， Ms 

Terao， Tohoku University E仔ortto Safeguard the ICH in Mongolia: Focus on the Inscription of 

吋raditionalmanufacturing techniques of airag u剖ngkhokhuur and related customs" in to the 

Representative List 

Disaster tour 

13:00 departure from Sendai 

14:00-15 Okawa Elementary School Site， Ishinomaki City 

15:30-16:30 Arrival in Rias Ark Museum， Kesennuma City 
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17:00 Hotel， Kesennuma City (HoteIIKKEIKAKU) 

FEBRUARY 22 

10・00-12:00Intangible Cultural Heritage Performance : Tiger Dance 

12-13:30 Lunch 

13:30-14:30 Kensennuma Disaster Memorials， Kesenuma City 

16:30 Return to Sendai 

Copyright https://kesennuma-kanko.jp 

※閏立大学経営改革促進事業 (1宜界トップレベノレ研究拠点(災害科学))及び 受託研究:無形文化巡産保

護条約(文化庁)予算にて実施
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